
PDF issue: 2025-07-11

近世の鷹狩をめぐる将軍と天皇・公家

Nesaki, Mitsuo / 根崎, 光男

(出版者 / Publisher)
法政大学人間環境学会

(雑誌名 / Journal or Publication Title)
人間環境論集 / 人間環境論集

(巻 / Volume)
6

(号 / Number)
2

(開始ページ / Start Page)
1

(終了ページ / End Page)
21

(発行年 / Year)
2006-03-31
(URL)
https://doi.org/10.15002/00002897



１ 

近
世
国
家
に
お
け
る
天
皇
制
の
問
題
は
、
こ
の
時
代
の
歴
史
を
解
明
す
る
う
え

で
避
け
て
通
れ
な
い
主
題
で
あ
る
。
か
つ
て
、
こ
の
期
の
天
皇
・
朝
廷
の
歴
史
的

評
価
に
つ
い
て
は
、
無
力
論
、
形
骸
化
論
が
主
流
で
あ
っ
た
が
、
近
年
の
研
究
で

は
、
そ
の
存
在
の
必
然
性
の
問
い
直
し
が
行
わ
れ
、
幕
藩
体
制
下
に
お
い
て
も
有

（
１
）
 

意
義
な
存
在
と
捉
え
る
論
調
が
大
勢
を
占
め
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
は
、
国
家
の
権
力
編
成
上
の
重
要
な
樹
成
部
分
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
歴
史
的
意
義
と
し
て
、
確
か
に
近
世
に
入
っ
て
日
本
全
土

の
支
配
は
ほ
ぼ
幕
藩
領
主
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
支
配
に

対
し
て
正
当
性
を
付
与
す
る
権
威
と
し
て
、
こ
の
社
会
に
は
不
可
欠
な
存
在
で
あ

る
と
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
後
、
こ
の
よ
う
な
認

識
の
も
と
で
、
近
世
の
天
皇
制
は
律
令
的
法
体
系
を
必
須
の
構
成
要
素
と
し
な
が

ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
諸
条
件
の
相
互
作
用
の
帰
結
と
し
て
復
活
し
、
こ
の
仕

組
み
を
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
近
世
国
家
、
公
儀
が
成
立
し
、
ま
た
、
そ
の
政

治
的
機
能
や
役
割
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
さ
ら
に
は
幕
府
と
朝
廷
の
関
係
、
あ
る
い

（
２
）
 

は
朝
廷
内
部
の
機
構
・
制
度
な
ど
が
詳
細
に
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
鷹
狩
を
め
ぐ
る
将
軍
と
天
皇
・
公
家
と
の
関
係
を
具
体
的

に
み
な
が
ら
、
将
軍
権
力
の
構
造
を
考
え
る
一
助
と
し
た
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、

鷹
狩
を
め
ぐ
っ
て
両
者
の
間
に
は
、
将
軍
の
天
皇
へ
の
「
御
鷹
之
鶴
」
の
進
献
と

幕
府
に
よ
る
公
家
の
朧
狩
を
禁
じ
る
姿
勢
と
が
知
ら
れ
る
の
み
で
、
本
格
的
な
研

究
は
皆
無
で
あ
る
。
こ
の
点
の
研
究
が
進
展
し
な
か
っ
た
の
は
、
菊
池
勇
夫
氏
の

近
世
の
鷹
狩
を
め
ぐ
る
将
軍
と
天
皇
・
公
家

は
じ
め
に

「
放
鷹
権
の
行
使
が
藩
主
、
お
よ
び
藩
主
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
た
上
級
家
臣
に
限
ら

れ
」
、
結
局
、
「
鷹
の
統
轄
権
が
最
終
的
に
は
藩
主
権
に
帰
属
す
る
、
な
い
し
は
帰

（
３
）
 

属
す
る
方
向
に
あ
っ
た
」
、
あ
る
い
は
塚
本
学
氏
の
「
徳
川
政
権
の
御
鷹
支
配
は
、

古
代
天
皇
家
の
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
ま
た
古
く
か
ら
こ

れ
と
拮
抗
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
と
補
完
し
あ
っ
た
在
地
領
主
の
鷹
支
配
権
を
吸
収

す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
、
ま
た
、
「
将
軍
家
が
朧
狩
で
得
た
鶴
を
天
皇
家
に
献
ず
る

例
は
、
家
康
時
代
か
ら
あ
っ
た
。
（
中
略
）
御
鷹
の
権
を
公
家
に
禁
じ
て
、
天
皇
の

（
４
）
 

御
鷹
を
み
ず
か
ら
の
管
理
下
に
お
い
た
の
に
応
ず
る
儀
礼
で
あ
っ
た
ろ
う
」
と
い

う
見
解
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
近
世
に
あ
っ
て
騰
狩
権
の
行
使
は
、
天
皇
・
公

家
の
そ
れ
を
否
定
し
、
幕
藩
領
主
の
特
権
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
大
き
く
影

響
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
近
年
、
将
軍
と
大
名
と
の
間
の
腿
お
よ
び
騰
狩
の
穫
物
の
贈
答
や

振
舞
い
な
ど
の
儀
礼
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
将
軍
権
威
や
武
家
儀
礼
の
特
質
究
明

（｛ａ） 

の
一
環
と
し
て
蓄
禰
さ
れ
て
き
た
が
、
果
た
し
て
近
世
社
〈
玄
に
あ
っ
て
、
鷹
狩
権

の
行
使
や
鷹
の
獲
物
の
贈
答
、
鷹
職
制
の
整
備
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
鷹
の
統
轄

権
が
幕
藩
領
主
の
権
限
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
改
め
て
問
い

直
す
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
武
家
の
頂
点
に
位
置
づ
く
将
軍
の

権
力
構
造
や
天
皇
・
朝
廷
を
組
み
込
ん
だ
国
家
権
力
の
編
成
を
考
え
る
う
え
で
も

重
大
な
問
題
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
近
世
の
天
皇
が
ど
の
よ

う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
を
、
時
間
的
な
変
化
を
含
め
て
、
多
様
な
側
面
か
ら
分

析
し
、
ま
た
朝
廷
内
部
の
さ
ま
ざ
ま
な
動
き
や
朝
幕
関
係
史
を
、
政
治
史
の
な
か

に
明
確
に
位
置
づ
け
て
論
じ
て
い
く
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

根
崎
光
男
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２ 

１
公
家
の
統
制
と
鷹
狩
禁
止
策

本
節
で
は
、
幕
府
の
公
家
統
制
の
一
環
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
た
鷹
狩
禁
止
策
の

推
移
を
、
史
料
に
即
し
て
み
て
い
き
た
い
。
慶
長
五
年
二
六
○
○
）
九
月
、
関

が
原
の
戦
い
に
勝
利
し
た
徳
川
家
康
は
、
事
実
上
、
覇
権
を
掌
握
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
し
か
し
、
豊
臣
秀
吉
の
過
し
た
体
制
が
存
在
し
、
征
夷
大
将
軍
に
任
じ
ら

れ
る
ま
で
の
家
康
は
、
儀
礼
の
面
で
豊
臣
秀
頼
に
臣
従
す
る
立
場
で
あ
っ
た
。
同

八
年
二
月
十
二
日
、
家
康
は
征
夷
大
将
軍
に
任
じ
ら
れ
た
の
を
機
に
秀
頼
へ
の
臣

礼
を
と
ら
な
く
な
っ
た
も
の
の
、
官
職
制
の
面
で
少
年
の
秀
頼
と
雁
行
し
、
叙
位

任
官
は
家
康
の
手
元
に
は
な
く
、
武
家
社
会
を
一
元
的
に
掌
握
し
て
い
た
と
は
い

え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
時
期
、
秀
頼
と
家
康
と
を
両
天
秤
に
か
け
た
天

皇
と
公
家
の
権
威
は
相
対
的
に
上
昇
し
た
。

こ
の
よ
う
な
政
治
状
況
の
な
か
で
、
家
康
は
ま
ず
公
家
の
統
制
を
開
始
し
た
。

公
家
の
舟
橋
秀
賢
の
日
記
「
慶
長
日
件
録
」
の
慶
長
九
年
八
月
二
十
一
一
一
日
条
に
は
、

（
６
）
 

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

伏
見
へ
行
、
大
樹
懸
御
目
、
池
田
三
左
衛
門
（
輝
政
）
・
福
島
左
衛
門
大
夫

（
正
則
）
・
森
右
近
（
忠
政
）
等
有
御
前
、
放
鷹
す
ゑ
あ
く
る
事
可
為
禁
制
由

被
仰
出
、
此
中
放
癬
す
ゑ
あ
け
令
沽
却
由
、
依
有
其
聞
也
、
其
主
ハ
す
ゑ
あ

本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
の
課
題
を
意
識
し
な
が
ら
、
鷹
狩
を
め
ぐ
る
幕
府
の
天
皇
・

公
家
政
策
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
天
皇
や
公
家
の
鷹
狩
権
の
行
使
、
天
皇
家
の

膿
職
制
の
整
備
、
さ
ら
に
天
皇
と
公
家
、
天
皇
と
将
軍
・
大
名
、
公
家
間
、
公
家

と
大
名
縄
公
家
と
民
衆
と
の
間
で
行
わ
れ
た
鷹
の
獲
物
お
よ
び
諸
鳥
の
贈
答
・
振

舞
い
の
構
造
に
つ
い
て
も
考
え
、
鷹
狩
の
諸
問
題
の
解
明
を
通
じ
て
将
軍
権
力
の

構
造
と
そ
の
規
定
性
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
を
取
り
巻
く
社
会
関
係
を
明
ら
か
に
し

て
い
き
た
い
。

第
一
節
幕
府
成
立
期
の
朝
廷
・
公
家
政
策

く
る
事
勿
論
也
、
か
く
し
置
輩
固
御
禁
制
也
（
カ
ッ
コ
内
筆
者
注
記
、
以
下

同
じ
）

こ
の
時
を
含
め
て
、
家
康
は
将
軍
在
職
の
二
年
五
か
月
、
ほ
と
ん
ど
伏
見
城
で

政
務
に
あ
た
っ
て
い
た
が
、
後
陽
成
天
皇
の
侍
読
を
勤
め
、
漢
文
学
や
連
歌
に
長

じ
た
舟
橋
秀
賢
が
家
康
を
訪
ね
た
折
、
池
田
輝
政
（
播
磨
姫
路
城
主
・
五
二
万

石
）
・
福
島
正
則
（
安
芸
広
島
城
主
・
四
九
万
八
○
○
○
石
）
・
森
忠
政
（
美
作
津

山
城
主
二
八
万
六
○
○
○
石
）
な
ど
が
同
席
し
て
い
る
な
か
で
、
公
家
の
鷹
狩

権
の
行
使
お
よ
び
鷹
の
所
持
・
売
買
の
禁
止
を
命
じ
て
い
る
。
こ
の
時
期
ま
で
、

公
家
は
旛
狩
や
鷹
の
所
持
・
売
買
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
外
様

大
名
を
従
え
て
公
家
に
申
し
渡
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
鵬
狩
権
を
武
家
の

特
権
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
と
も
捉
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
措
置
が
公
家
の

鷹
狩
を
全
面
的
に
禁
止
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
も
で
き
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
公
家
に
廠
狩
と
鵬
を
隠
し
持
つ
こ
と
を
禁

じ
た
の
は
、
公
家
の
私
的
な
鷹
狩
を
嫌
い
、
幕
府
の
も
と
に
一
元
化
し
よ
う
と
し

た
と
い
う
解
釈
の
余
地
も
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
史

料
だ
け
で
は
公
家
全
員
を
そ
の
対
象
に
し
て
い
た
と
速
断
す
る
こ
と
も
た
め
ら
わ

せ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
推
察
で
き
る
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
公
家
が
行
っ
て
き
た
騰

狩
を
統
制
す
る
ね
ら
い
を
も
っ
て
い
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
御

膳
」
が
歴
史
的
に
武
威
や
権
威
の
象
徴
と
し
て
位
置
づ
い
て
き
た
も
の
で
あ
り
、

購
狩
権
を
将
軍
権
力
の
も
と
に
編
成
し
直
し
た
か
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
以
前
、
豊
臣
政
権
が
行
っ
た
朝
鮮
出
兵
（
文
禄
の
役
）
の
際
に
は
、
摂
家

の
近
衛
信
輔
（
信
尹
）
の
よ
う
に
参
陣
を
希
望
し
、
ま
た
関
白
職
や
権
力
を
公
家

の
手
に
と
り
も
ど
す
動
き
を
み
せ
る
者
が
現
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
信
輔
は
後

陽
成
天
皇
の
勅
勘
を
こ
う
む
り
、
薩
摩
国
坊
津
に
配
流
さ
れ
た
。
こ
の
な
か
で
、

（
７
）
 

秀
吉
は
公
家
に
「
道
」
を
た
て
、
「
学
問
」
に
専
念
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
信
輔

は
慶
長
元
年
に
許
さ
れ
て
帰
郷
し
た
が
、
公
家
の
武
家
的
な
認
識
や
行
動
を
規
制

す
る
た
め
に
も
、
公
家
に
武
威
と
し
て
の
鷹
狩
を
禁
じ
、
武
家
と
の
職
分
の
違
い
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３ 
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
幕
府
の
開
設
後
も
、
信
輔
の
父
近
衛
龍
山
前
久
の
よ
う
に
、
鷹
を
飼

養
し
、
逸
物
の
鷹
の
取
得
に
奔
走
す
る
公
家
も
い
た
。
慶
長
八
年
四
月
二
十
五
日

付
の
書
状
で
、
龍
山
は
島
津
家
十
六
代
当
主
義
久
に
鷹
の
病
気
に
対
す
る
療
法
に

つ
い
て
の
指
示
を
与
え
、
そ
の
薬
を
調
合
し
て
贈
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
書

状
の
な
か
に
は
、
「
胴
・
鶴
の
事
ハ
不
及
申
候
、
白
鳥
も
可
取
候
鷹
の
大
さ
に
て

候
、
乍
去
い
ま
た
あ
ら
た
か
（
新
鷹
）
・
若
鷹
に
て
と
り
飼
不
申
候
由
候
、
其
儀
ハ

猶
以
お
も
し
ろ
き
事
と
存
候
、
百
居
・
二
百
届
の
内
に
は
珍
敷
候
腿
に
て
候
、
大

黒
符
に
て
候
、
尾
す
け
ま
て
符
を
切
つ
め
申
候
、
懸
御
目
度
候
、
以
外
相
煩
候
へ

共
、
い
に
し
へ
す
ぎ
の
く
ち
と
て
、
ふ
せ
り
な
が
ら
ね
む
し
ろ
の
う
へ
よ
り
令
申

候
、
書
中
火
中
ノ
ー
、
今
度
少
将
（
忠
恒
、
の
ち
の
家
久
、
島
津
家
十
八
代
当
主
、

鹿
児
島
藩
初
代
藩
主
）
御
下
国
之
刻
、
御
熈
ま
い
り
候
、
相
叶
御
意
候
哉
、
此
比

（
８
）
 

わ
れ
ら
か
た
へ
も
、
大
鵬
従
東
国
可
上
之
由
申
来
候
」
と
あ
り
、
鷹
収
集
の
醍
醐

味
に
つ
い
て
言
及
し
、
忠
恒
の
帰
国
時
に
鵬
を
贈
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
ほ
か
、

東
国
衆
か
ら
大
鷹
が
上
呈
さ
れ
る
と
い
う
話
し
を
も
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
龍

山
が
慶
長
十
二
年
と
推
定
さ
れ
る
正
月
二
十
四
日
付
の
島
津
家
十
七
代
当
主
惟
新

斎
義
弘
に
宛
て
た
書
状
に
は
、
鷹
の
入
手
経
路
や
所
持
状
況
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ

（
９
）
 

て
い
る
。

追
而
令
申
候
、
馬
鷹
之
儀
御
尋
候
、
一
ニ
ハ
馬
令
所
持
候
へ
と
も
、
よ
き
ハ

無
之
候
、
鷹
去
々
年
之
夏
比
ま
て
、
か
た
の
こ
と
く
な
る
か
候
つ
れ
と
も
、

難
去
人
令
懇
望
週
、
只
今
ハ
所
絶
候
、
東
国
衆
二
水
の
や
（
水
谷
勝
俊
力
）

と
申
候
者
、
折
々
拙
者
へ
鷹
め
つ
ら
し
き
を
く
れ
候
つ
れ
共
、
去
年
四
月
之

比
令
死
去
候
て
、
は
た
と
鷹
に
こ
と
を
か
き
候
、
只
今
を
か
し
き
鵬
の
、
な

に
と
し
て
も
い
き
物
を
と
ら
ぬ
購
入
あ
っ
け
申
候
、
何
様
に
も
な
ふ
り
候
て

く
れ
侯
へ
と
申
侯
、
去
年
と
や
ま
つ
よ
り
越
候
、
種
々
仕
候
て
、
今
ハ
五
位

か
ら
す
、
鴨
な
と
や
う
ノ
ー
と
り
申
候
、
旧
冬
よ
り
山
を
も
色
々
つ
か
ひ
候

て
と
ら
せ
申
候
、
い
ま
た
一
つ
興
取
飼
申
候
躰
に
て
候
、
其
外
鶴
一
一
三
令
所

持
候
へ
と
も
、
お
も
ハ
し
か
ら
す
候
、
一
か
と
う
つ
ら
取
申
候
を
、
こ
れ
又

人
所
望
候
て
よ
り
、
も
ち
不
申
候
、
尋
侯
へ
と
も
、
逸
物
ハ
無
之
侯
、
貨
老

ハ
鷹
も
馬
も
無
御
所
持
や
う
に
、
御
書
中
ニ
ハ
候
、
事
外
之
偽
に
て
候
、
可
然

馬
・
鷹
数
多
御
も
ち
候
て
、
朝
暮
野
山
へ
御
出
之
由
、
無
隠
候
、
さ
て
ノ
ー

御
う
ら
山
し
く
候
、
｜
度
下
国
申
、
馬
・
鷹
の
御
伽
を
申
度
候

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
龍
山
は
幕
府
開
設
後
も
東
国
衆
か
ら
鷹
を
贈
ら
れ
て
集
め
て

き
た
が
、
今
は
他
人
に
上
げ
て
し
ま
っ
て
ほ
と
ん
ど
所
持
せ
ず
、
唯
一
他
人
に
預

け
て
い
た
質
の
悪
い
鷹
を
馴
養
し
て
「
五
位
か
ら
す
」
や
鴨
を
捕
獲
で
き
る
よ
う

に
仕
立
て
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
鶉
を
捕
ら
え
る
鶴
一
一
、
三
届
を
所
持

し
て
い
た
が
、
こ
れ
も
人
に
望
ま
れ
て
差
し
上
げ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
龍
山
は

こ
の
時
七
○
歳
を
超
え
て
い
た
が
、
馬
や
鵬
を
多
数
所
持
す
る
島
津
義
弘
を
羨
ま

し
く
思
い
、
薩
摩
に
赴
く
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
幕
府
が
公
家
の
鷹
の
所
持
や
鷹
狩
を
禁
じ
る
指
向
性
を
有
し
て
い
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
少
な
く
と
も
公
家
の
一
部
は
鷹
を
所
持
し
、
鷹
狩
を
行
っ
て
い
た
。

慶
長
十
年
四
月
、
家
康
は
将
軍
職
を
三
男
秀
忠
に
譲
り
、
織
田
信
長
や
豊
臣
秀

吉
が
た
ど
っ
た
道
筋
に
な
ら
っ
て
無
官
の
大
御
所
に
な
っ
た
。
こ
こ
か
ら
家
康
の

主
権
掌
握
に
向
け
て
の
動
き
が
一
段
と
加
速
し
て
い
っ
た
。
諸
大
名
に
御
前
帳
・

国
絵
図
の
提
出
を
求
め
、
国
郡
統
治
が
家
康
の
手
で
行
わ
れ
る
こ
と
を
示
す
と
同

時
に
、
大
名
が
地
方
統
治
に
あ
た
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
も
そ
の
一
環
で
あ

る
。
ま
た
、
家
康
は
朝
廷
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
そ
の
統
制
を
強
め
て
い
っ
た
。

同
十
一
年
四
月
二
十
八
日
、
家
康
は
勧
修
寺
邸
を
訪
ね
、
武
家
伝
奏
に
「
武
家
者

（
Ⅲ
）
 

共
官
位
之
事
、
無
御
吹
挙
者
一
円
二
被
成
下
間
敷
由
」
と
あ
る
よ
う
に
、
家
康
の

推
挙
な
し
に
武
家
に
官
位
を
与
え
な
い
よ
う
固
く
申
し
入
れ
た
。
こ
れ
が
実
現
す

る
の
は
同
十
六
年
か
ら
で
あ
る
が
、
武
家
の
官
位
を
朝
廷
の
官
位
の
枠
外
と
し
、

公
家
の
官
制
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
武
家
の
栄
進
昇
格
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
同
十
四
年
七
月
に
宮
中
の
女
官
と
公
家
衆
と
の
密
通

事
件
が
発
覚
し
た
の
を
機
に
、
禁
中
に
京
都
所
司
代
の
検
察
の
手
を
入
れ
、
徳
川

Hosei University Repository



４ 

政
権
の
朝
廷
・
公
家
統
制
の
姿
勢
を
明
確
に
し
た
。
こ
の
事
件
の
処
分
を
め
ぐ
っ

て
、
後
陽
成
天
皇
は
極
刑
を
望
ん
だ
が
、
家
康
が
穏
便
に
済
ま
せ
よ
う
と
し
た
た

め
、
両
者
の
意
見
が
対
立
し
、
天
皇
は
譲
位
を
決
意
し
た
。
し
か
し
、
家
康
は
そ

の
意
向
に
応
ぜ
ず
に
強
硬
な
態
度
を
貫
き
、
後
水
尾
天
皇
へ
の
譲
位
の
儀
は
同
十

六
年
一
一
一
月
二
十
七
日
に
執
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
翌
日
、
家
康
は
豊
臣

秀
頼
を
上
京
さ
せ
て
二
条
城
で
会
見
し
、
徳
川
氏
の
豊
臣
氏
に
対
す
る
優
位
性
を

天
下
に
示
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
以
後
、
公
家
や
大
名
の
統
制
の
制

度
化
に
本
格
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
幕
府
は
、
慶
長
十
七
年
六
月
七
日
、
武
家
伝
奏
を
通
じ
て
公
家
に
そ

れ
ぞ
れ
の
家
噸
に
専
念
す
べ
き
命
令
を
下
し
た
。
公
家
の
山
科
言
緒
の
日
記
「
言

緒
卿
記
」
の
同
日
条
に
は
、
「
両
伝
奏
（
広
橋
兼
勝
・
勧
修
寺
光
豊
）
ヨ
リ
公
家

中
学
文
可
致
由
、
従
駿
河
前
大
樹
（
徳
川
家
康
）
仰
ア
リ
、
各
状
可
致
之
由
申

来
、
則
案
文
持
来
了
」
と
あ
り
、
大
御
所
の
家
康
が
命
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
翌
日
条
に
は
、
山
科
言
緒
が
武
家
伝
奏
に
提
出
し
た
請
状
が
記
録
さ
れ
て
い

（
、
）

る
。

今
度
為
上
意
被
仰
出
候
家
々
之
学
文
行
儀
之
事
、
無
由
断
相
嗜
可
申
候
、

井
鷹
つ
か
ひ
申
間
敷
候
旨
、
得
其
意
存
候
、
惣
し
て
拙
子
者
鷹
不
持
候
、
此

由
能
様
二
板
倉
伊
州
へ
御
心
得
所
仰
候
也

六
月
八
日

山
科
内
蔵
頭
言
緒

広
橋
大
納
一
百
殿

勧
修
寺
中
納
言
殿
多
分
公
家
衆
如
此
也

こ
の
仰
せ
は
、
公
家
に
対
し
、
「
上
意
」
、
つ
ま
り
家
康
の
意
向
と
し
て
命
じ
ら

れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
舗
状
は
公
家
一
人
ひ
と
り
が
武
家
伝
奏
に
提
出
す
る
形
式

を
と
っ
て
い
た
。
武
家
伝
奏
は
朝
廷
と
幕
府
と
の
間
の
交
渉
役
で
あ
っ
た
が
、
家

康
の
意
向
を
体
現
す
る
重
責
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
内
容
に
つ

い
て
み
て
い
く
と
、
公
家
に
学
問
・
行
儀
の
専
念
を
義
務
付
け
た
の
は
、
豊
臣
政

権
の
方
針
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
後
段
の
公
家
の
鷹
狩
お
よ
び
鷹
所
持

２
天
皇
へ
の
「
御
鷹
之
鶴
」
の
進
献

購
狩
に
関
し
て
、
幕
府
が
公
家
の
そ
れ
を
禁
じ
る
姿
勢
は
明
確
と
な
り
、
公
家

統
制
が
具
体
化
し
て
い
っ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
そ
れ
で
は
、
徳
川
政
権
は
天

皇
の
存
在
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
近

世
の
将
軍
制
・
天
皇
制
の
構
築
と
密
接
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
将
軍
権
力
の

あ
り
よ
う
を
決
定
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

関
が
原
の
戦
い
に
よ
っ
て
覇
権
を
極
得
し
た
家
康
は
、
慶
長
六
年
（
一
六
○
二

五
月
、
禁
裏
御
料
一
万
石
余
を
進
献
し
、
天
皇
制
の
存
続
に
必
要
な
経
済
的
基
盤

を
保
障
し
た
。
こ
れ
は
豊
臣
政
権
の
方
針
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
幾

分
の
加
増
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
同
八
年
二
月
、
家
康

は
右
大
臣
に
任
じ
ら
れ
、
征
夷
大
将
軍
、
源
氏
長
者
以
下
の
宣
下
を
受
け
、
武
家

の
統
率
者
と
し
て
、
新
し
い
権
威
を
帯
び
る
に
い
た
っ
た
。
こ
れ
も
武
家
の
統
率

権
を
掌
握
し
よ
う
と
し
た
源
頼
朝
に
な
ら
っ
た
政
権
構
想
を
具
現
化
し
た
も
の
と

み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

の
禁
は
徳
川
政
権
下
で
は
じ
め
て
命
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
以
前
に
も
ま
し
て

強
力
な
公
家
統
制
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
徳
川
政
権
は
、
こ

れ
ま
で
有
し
て
き
た
公
家
の
鷹
狩
権
や
願
所
持
権
の
行
使
を
否
定
し
、
公
家
と
武

家
と
の
区
別
を
明
確
に
し
、
公
家
の
職
分
を
学
問
・
行
儀
に
限
定
す
る
ね
ら
い
を

も
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
末
尾
に
「
多
分
公
家
衆
如
此
也
」
と
記
載
さ

れ
て
い
て
、
多
数
の
公
家
が
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
推
察
さ
せ
る
が
、
全
員

で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
。

こ
う
し
た
公
家
統
制
の
い
き
つ
く
と
こ
ろ
が
、
慶
長
十
八
年
六
月
十
六
日
の
「
公

家
衆
法
度
」
五
か
条
で
あ
り
、
こ
の
法
度
の
伝
達
は
、
家
康
が
駿
府
で
発
し
、
こ

れ
を
下
向
中
の
京
都
所
司
代
板
倉
勝
重
に
託
し
、
勝
重
か
ら
武
家
伝
奏
の
広
橋
兼

勝
に
伝
達
し
、
上
京
後
五
摂
家
に
披
露
す
る
と
い
う
手
順
で
行
わ
れ
、
そ
し
て
公

家
た
ち
に
厳
重
に
触
れ
回
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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５ 
い
つ
ぽ
う
、
こ
の
よ
う
な
立
場
を
与
え
ら
れ
た
天
皇
と
朝
廷
は
、
こ
の
時
期
家

康
と
豊
臣
秀
頼
を
両
天
秤
に
か
け
な
が
ら
、
そ
の
権
威
を
相
対
的
に
高
め
、
権
力

に
近
づ
く
可
能
性
を
客
観
的
に
増
大
さ
せ
て
い
た
。
し
か
し
、
家
康
は
南
海
諸
国
・

朝
鮮
な
ど
と
の
通
交
に
つ
と
め
、
対
外
主
権
者
と
し
て
の
立
場
を
明
確
に
し
て
い

た
。
こ
こ
に
、
家
康
を
中
心
と
し
た
幕
府
は
、
天
皇
の
存
在
を
前
提
と
し
た
こ
れ

ま
で
の
将
軍
制
を
踏
襲
し
つ
つ
、
伝
統
的
権
威
と
し
て
の
天
皇
の
権
限
を
弱
め
る

戦
略
を
実
行
し
て
い
っ
た
。
こ
の
た
め
、
禁
中
の
規
模
拡
張
と
新
殿
造
営
の
計
画

を
た
て
、
公
家
衆
や
門
跡
の
邸
宅
を
収
公
し
、
替
地
と
営
築
料
を
給
与
し
、
慶
長

十
二
年
ま
で
に
内
裏
と
仙
洞
御
所
の
造
営
を
行
っ
た
。
い
つ
ぽ
う
、
天
皇
の
力
を

弱
め
る
戦
略
の
行
き
つ
く
と
こ
ろ
は
、
元
和
元
年
（
一
六
一
六
）
七
月
の
「
禁
中

井
公
家
諸
法
度
」
の
制
定
で
あ
り
、
こ
の
な
か
で
天
皇
の
行
動
と
役
割
と
を
限
定

し
た
。
近
世
の
将
軍
権
力
は
、
天
皇
お
よ
び
朝
廷
の
存
在
を
前
提
と
し
つ
つ
、
そ

れ
を
統
制
す
る
こ
と
な
し
に
統
一
権
力
た
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
な
か
で
、
将
軍
の
鷹
狩
お
よ
び
幕
府
の
放
鷹
制
度
が
天
皇
と
ど
の
よ
う
な

関
係
を
取
り
結
ぶ
の
か
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
家
康
が
将
軍
主
権
お
よ

び
幕
府
権
力
の
確
立
過
程
の
な
か
で
、
公
家
の
鷹
狩
や
鷹
所
持
の
禁
止
を
命
じ
た

こ
と
は
す
で
に
み
て
き
た
が
、
天
皇
の
そ
れ
ら
の
行
為
を
禁
じ
た
形
跡
は
み
ら
れ

な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
幕
府
が
天
皇
の
鷹
狩
や
鷹
所
持
を
規
制
す
る
必
要
性
す

ら
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
天
皇
の
そ
れ
を
禁
じ
る
こ
と
を
た
め
ら

っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、
戦
国
期
か
ら
豊
臣
政
権
下
に
か
け
て
武
家

（
吃
）

が
鷹
狩
を
盛
ん
に
行
い
、
逸
物
の
鷹
の
入
手
を
競
い
合
っ
て
い
た
の
と
は
対
照
的

に
、
管
見
の
か
ぎ
り
天
皇
の
鷹
狩
や
鷹
所
持
の
事
実
を
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、

幕
府
家
臣
か
ら
は
「
臆
は
も
と
朝
廷
よ
り
御
預
り
の
物
な
る
が
故
に
、
将
軍
と
錐

（
卿
）

も
御
膳
と
喝
へ
ら
る
員
」
、
あ
る
い
は
「
鷹
つ
か
ふ
事
は
武
家
の
故
実
に
あ
ら
ず
、

公
家
よ
り
出
た
る
事
也
、
武
家
は
鷹
の
事
知
ら
ず
と
い
ひ
た
れ
ば
と
て
、
恥
に
は

（
Ｍ
）
 

あ
ら
ざ
る
由
」
と
認
識
さ
れ
、
鷹
狩
は
元
来
朝
廷
・
公
家
の
も
と
で
発
達
し
て
き

た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
だ
い
に
武
家
に
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
と
観
念
さ
れ
て
い

た
。
こ
こ
か
ら
も
、
「
御
鷹
」
や
鷹
狩
は
朝
廷
や
公
家
を
拠
り
所
と
し
て
、
そ
の
文

化
伝
統
が
再
生
産
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
徳
川
将
軍
家
は
、
家
康
の
代
よ
り
天
皇
家
へ
鷹
狩
の
獲
物
で
あ
る

「
御
鷹
之
鶴
」
な
ど
の
進
献
を
恒
例
化
し
た
。
「
東
照
宮
御
実
紀
附
録
」
巻
二
十
四

で
は
「
慶
長
十
七
年
正
月
三
河
の
吉
良
の
辺
に
御
狩
あ
り
て
、
御
み
づ
か
ら
と
ら

せ
ら
れ
し
鶴
を
、
仙
洞
へ
進
ら
せ
ら
れ
、
広
橋
、
勧
修
寺
の
両
伝
奏
へ
も
つ
か

は
さ
る
、
同
月
ま
た
御
鷹
の
鶴
を
内
に
進
ら
せ
給
ふ
、
こ
れ
ぞ
後
々
御
拳
の
鶴

（
胆
）

を
、
京
へ
駅
進
せ
ら
る
蚤
恒
例
と
は
な
り
し
な
り
」
と
あ
り
、
徳
川
家
に
よ
る
天

皇
家
へ
の
「
御
鷹
之
鶴
」
の
進
献
は
、
慶
長
十
七
年
正
月
の
家
康
に
よ
る
も
の
が

始
ま
り
で
、
以
後
こ
れ
が
恒
例
化
し
た
と
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
誤
り

で
、
「
お
湯
殿
の
上
の
日
記
」
の
慶
長
十
四
年
十
一
月
十
二
日
条
に
は
「
前
し
や
う

（
旧
）

く
ん
よ
り
た
か
の
つ
る
し
ん
上
あ
り
」
と
あ
り
、
｝
」
の
時
、
天
皇
家
で
は
前
将
軍

（
大
御
所
）
の
家
康
か
ら
「
鷹
之
鶴
」
を
進
上
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
同
書
の
同
三

‐
（
Ⅳ
）
 

年
十
一
月
一
一
日
条
に
「
内
ふ
（
家
康
）
よ
り
た
か
の
つ
る
し
ん
上
あ
り
」
と
あ
る

よ
う
に
、
天
皇
家
が
家
康
か
ら
「
鷹
之
鶴
」
を
進
上
さ
れ
た
の
は
、
開
幕
以
前
か

ら
で
あ
っ
た
。
同
様
の
記
事
は
、
翌
四
年
十
二
月
八
日
条
や
同
五
年
十
月
二
十
五

日
条
で
も
確
認
で
き
詮
←
「
言
経
卿
記
」
の
慶
長
六
年
十
一
月
一
日
条
に
も
「
内
府

（
家
康
）
ヨ
リ
禁
中
へ
鶴
、
鷹
取
之
、
駿
河
国
ヨ
リ
去
廿
五
日
状
也
、
唐
橋
（
在

（
旧
）

通
）
・
右
大
弁
（
勧
修
寺
光
豊
）
等
へ
ア
ー
プ
所
、
折
紙
也
」
と
あ
っ
て
、
天
皇
家
で

は
家
康
か
ら
鷹
狩
に
よ
っ
て
捕
ら
え
た
鶴
を
毎
年
の
よ
う
に
進
上
さ
れ
て
い
た
。

こ
こ
で
は
家
康
が
公
家
の
唐
橋
・
勧
修
寺
両
人
を
宛
所
と
す
る
折
紙
を
送
り
、
天

（
釦
）

皇
に
鶴
を
進
上
す
る
形
が
と
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
「
御
鷹
之
鶴
」
が
の
ち
に
武

家
伝
奏
に
鶴
を
贈
っ
て
披
露
す
る
形
式
の
前
提
を
な
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の

よ
う
に
、
徳
川
家
に
よ
る
天
皇
家
へ
の
「
御
鷹
之
鶴
」
の
進
上
は
、
開
幕
以
前
か

ら
行
わ
れ
て
い
た
も
の
を
、
開
幕
後
も
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
徳
川

家
に
固
有
な
も
の
で
は
な
く
、
「
お
湯
殿
の
上
の
日
記
」
の
慶
長
十
三
年
二
月
十
七

（
皿
）

日
条
に
は
「
ひ
て
よ
り
た
か
の
つ
る
し
ん
上
あ
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
｝
」
の
時
、
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天
皇
家
は
豊
臣
秀
頼
か
ら
「
鷹
之
鶴
」
を
進
上
さ
れ
て
い
た
。
武
家
の
天
皇
家
へ

の
礼
の
一
つ
と
し
て
、
「
御
鷹
之
鶴
」
の
進
上
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

将
軍
の
鷹
狩
時
に
捕
穫
さ
れ
て
天
皇
家
な
ど
へ
献
上
さ
れ
た
鶴
（
初
鶴
を
除
く
）
、

あ
る
い
は
大
名
へ
下
賜
し
た
鶴
は
、
幕
府
側
で
は
「
御
鷹
之
鶴
」
、
も
し
く
は
「
御

拳
之
鶴
」
と
称
し
、
こ
れ
を
受
領
し
た
天
皇
家
で
は
「
御
」
を
付
さ
ず
に
「
鷹
之

鶴
」
と
呼
ん
で
い
た
。
天
皇
家
が
将
軍
家
か
ら
進
献
さ
れ
た
鷹
狩
の
獲
物
の
鳥
類

に
は
、
「
鷹
之
鶴
」
の
ほ
か
、
「
鷹
之
鶉
」
「
朧
之
鴨
」
「
鷹
之
雁
」
「
鷹
之
錐
」
「
鷹

（
狸
〉

之
鷺
」
「
鷹
之
白
鳥
」
「
鷹
之
翻
」
「
臓
之
菱
喰
」
「
鷹
之
雲
雀
」
な
ど
が
あ
り
、
「
鵬

之
鳥
」
と
言
え
ば
普
通
に
は
「
騰
之
錐
」
を
指
し
た
が
、
鷹
狩
の
猫
物
で
あ
る
諸

鳥
一
般
を
指
す
言
葉
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
。
そ
の
ほ
か
、
将
軍
家
は
朝
廷
に
鷹

狩
の
獲
物
に
限
定
さ
れ
な
い
「
初
鶴
」
「
初
菱
喰
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
初
鳥
を
進
上

し
、
大
名
か
ら
将
軍
家
に
献
上
さ
れ
た
も
の
を
天
皇
家
へ
の
進
献
品
と
す
る
こ
と

も
み
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
天
皇
家
へ
の
「
御
腿
之
鶴
」
な
ど
の
進
献
は
、
徳
川
将

軍
家
に
固
有
な
も
の
で
は
な
く
、
足
利
義
昭
や
織
田
信
長
・
豊
臣
秀
吉
も
行
っ
て

お
り
、
家
康
や
秀
忠
も
そ
う
し
た
伝
統
を
踏
襲
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
天
皇

家
な
ど
へ
の
諸
鳥
の
進
献
は
、
最
高
権
力
者
に
固
有
な
も
の
で
も
な
く
、
「
泰
重
卿

記
」
の
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
九
月
一
日
条
に
は
、
「
今
日
従
政
宗
（
伊
達
）
初

菱
喰
一
・
鮭
五
尺
、
禁
中
へ
進
上
、
予
披
露
申
候
、
予
方
へ
の
政
宗
書
状
備
叡
覧

（
麹
）

候
」
と
あ
っ
て
、
仙
台
藩
主
伊
達
政
一
不
も
天
皇
家
に
初
菱
喰
を
進
上
し
て
い
た
。

ほ
か
の
大
名
も
同
様
の
進
上
を
行
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
律
令
体
制
の
も
と
で
、
豪
族
な
ど
が
儀
礼
的
狩
猟
で
捕
ら
え
た
主

た
る
獲
物
と
し
て
の
鹿
や
猪
・
鳥
な
ど
は
、
朝
廷
へ
の
貢
進
物
と
な
っ
て
い
た
。

こ
れ
を
「
掲
賛
」
と
い
っ
た
が
、
魚
介
類
や
菓
菜
類
を
主
体
と
し
た
「
御
賛
」
と

は
区
別
さ
れ
た
。
「
掲
賛
」
は
地
域
首
長
の
政
治
的
支
配
権
の
掌
握
を
象
徴
す
る

儀
礼
的
な
狩
猟
に
よ
っ
て
得
た
獲
物
を
天
皇
に
納
め
た
も
の
で
あ
り
、
地
域
首
長

の
領
域
支
配
権
を
確
認
す
る
た
め
の
証
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
天
皇
が
地
方
か

ら
貢
進
さ
れ
た
「
褐
蟄
」
を
食
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
日
本
全
土
の

領
有
者
と
し
て
そ
の
行
為
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
で
天
皇

は
全
国
支
配
を
儀
礼
的
に
確
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
掲
賛
」

は
税
制
の
一
部
を
構
成
し
、
古
代
王
権
の
も
と
に
編
成
さ
れ
て
い
た
。
十
一
世
紀

以
降
に
な
る
と
、
鹿
や
猪
の
代
用
と
し
て
水
鳥
や
錐
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ

く
郡
）

た
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
自
然
の
恵
み
の
統
轄
に
か
か
わ
る
歴
史
的
産
物
で
あ
り
、

律
令
制
下
の
権
力
・
社
会
編
成
を
如
実
に
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
お
そ
ら
く
、

近
世
の
将
軍
家
の
天
皇
家
へ
の
「
御
鷹
之
鶴
」
な
ど
の
進
献
も
そ
う
し
た
系
譜
を

引
き
、
鷹
狩
に
か
か
わ
る
贈
答
儀
礼
の
一
つ
と
し
て
定
着
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ

う
か
Ｐ
特
に
、
天
皇
家
へ
「
御
鷹
之
鶴
」
な
ど
を
進
上
し
た
徳
川
将
軍
家
の
場
合
、

天
皇
は
そ
の
任
命
に
よ
っ
て
全
国
統
治
を
承
認
し
た
将
軍
の
地
位
を
、
そ
れ
ら
を

進
上
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
改
め
て
確
認
さ
せ
る
手
続
き
を
と
ら
せ
た
も
の
と
み

ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
将
軍
家
か
ら
天
皇
家
へ
の
「
御
鷹
之
鶴
」
を
は
じ
め
と
す
る
諸
鳥

の
進
献
と
そ
の
返
礼
が
ど
の
よ
う
な
手
続
き
を
経
て
な
さ
れ
た
の
か
を
確
認
し
て

み
よ
う
。
「
お
湯
殿
の
上
の
日
記
」
の
慶
長
十
四
年
十
一
月
十
二
日
条
に
「
前
し
や

な書状を送っている。（躯）
う
ぐ
ん
よ
り
、
た
か
の
つ
る
し
ん
上
あ
り
」
と
あ
り
、
後
陽
成
天
皇
は
大
御
所
の

家
康
か
ら
「
鷹
之
鶴
」
を
進
上
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
天
皇
家
側
で
は
武
家

伝
奏
の
勧
修
寺
・
広
橋
の
両
名
を
通
じ
て
京
都
所
司
代
板
倉
勝
重
に
、
次
の
よ
う

〈
妬
）

従
大
御
所
様
、
御
騰
初
鶴
御
進
上
候
、
則
致
披
露
候
処
に
、
御
感
之
旨
被
仰

出
候
、
就
其
女
房
奉
書
被
出
候
間
、
松
平
右
衛
門
殿
迄
参
候
、
可
然
候
様
に

御
心
得
候
て
可
被
申
入
候
、
随
而
と
り
か
い
所
に
封
を
被
付
、
被
入
御
念
之

間
、
封
を
返
進
申
候
、
恐
々
謹
言

霜
月
十
二
日

光
豊

兼
勝

・
板
倉
伊
賀
守
殿

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
御
所
家
康
が
天
皇
家
に
「
御
膳
初
鶴
」
（
鷹
狩
で
捕
獲
さ
れ
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た
「
初
鶴
」
）
を
進
上
す
る
と
、
武
家
伝
奏
は
こ
れ
を
天
皇
に
披
露
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
天
皇
家
側
で
は
女
房
奉
書
（
天
皇
・
上
皇
の
意
思
を
側
近

の
女
房
が
奉
じ
た
文
書
で
、
そ
れ
ら
の
命
を
武
家
伝
奏
に
伝
え
る
公
家
の
内
部
手

続
文
書
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
）
を
出
し
、
感
謝
の
気
持
ち
を
家
康
側
近
の
松
平

（
大
河
内
）
正
綱
か
ら
家
康
に
伝
え
て
ほ
し
い
旨
を
申
し
入
れ
、
ま
た
武
家
伝
奏
に

返
礼
文
書
の
作
成
を
命
じ
、
伝
奏
は
そ
の
文
書
を
板
倉
に
送
っ
て
、
家
康
へ
取
り

次
い
で
く
れ
る
よ
う
依
頼
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
手
順
は
、
慶
長
十
五
年
八
月
、

将
軍
秀
忠
が
天
皇
家
に
初
菱
喰
を
進
上
し
た
場
合
も
、
同
様
の
文
書
が
八
月
二
十

二
日
付
で
武
家
伝
奏
の
二
人
か
ら
京
都
所
司
代
板
倉
勝
重
に
送
ら
れ
、
そ
こ
に
は

「
自
貴
所
可
然
様
ニ
可
被
申
越
候
」
と
あ
っ
て
、
板
倉
か
ら
将
軍
秀
忠
に
感
謝
の
意

を
伝
え
て
ほ
し
い
と
要
請
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
翌
日
に
は
伝
奏
の
二
人
か

〈
”
）

ら
秀
忠
側
近
の
土
井
利
勝
・
青
山
忠
成
に
も
同
様
の
文
書
が
送
ら
れ
た
。
こ
の
時

期
は
、
大
御
所
家
康
と
将
軍
秀
忠
の
二
元
政
治
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
双
方
と
も

天
皇
家
に
「
御
膳
之
鶴
」
を
は
じ
め
と
す
る
諸
鳥
を
進
上
し
て
い
た
。
こ
れ
を
受

け
て
、
天
皇
家
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
側
近
と
京
都
所
司
代
に
返
礼
の
文
書
を
送
っ
て

い
た
。
次
い
で
、
寛
永
期
の
諸
鳥
進
上
の
手
順
を
、
武
家
伝
奏
を
勤
め
た
公
家
の

（
酩
）

日
野
資
勝
の
日
記
「
資
勝
卿
記
」
（
「
涼
源
院
殿
御
記
」
）
か
ら
検
証
し
て
み
よ
う
。

①
江
戸
ヨ
リ
始
而
御
鉄
砲
二
て
被
遊
候
真
鶴
一
御
進
上
、
国
母
様
（
東
福
門

院
和
子
）
に
て
山
形
右
衛
門
大
夫
へ
板
防
州
（
京
都
所
司
代
板
倉
重
宗
）

被
渡
候
持
て
参
候
、
御
年
寄
衆
酒
井
雅
楽
頭
殿
（
忠
世
）
・
土
井
大
炊
頭
殿

（
利
勝
）
・
酒
井
讃
岐
守
殿
（
忠
勝
）
三
人
ノ
折
紙
、
板
倉
防
州
へ
参
を
相

州
参
也
、
則
長
橋
殿
（
勾
当
内
侍
）
へ
持
参
披
露
申
候
（
寛
永
十
年
九
月

十
五
日
条
）
昨
日
江
戸
ヨ
リ
来
ル
真
鶴
の
女
房
の
奉
書
、
長
橋
殿
ヨ
リ
持

給
候
間
、
則
副
状
を
調
て
三
條
殿
へ
持
遣
候
ヘ
ハ
、
名
字
ヲ
加
て
給
候
間
、

此
方
―
―
て
女
房
奉
書
二
銘
ヲ
加
て
板
倉
防
州
持
遣
侯
（
寛
永
十
年
九
月
十

六
日
条
）

②
江
戸
ヨ
リ
御
物
鷹
野
鶴
参
ル
、
三
條
前
内
府
・
予
両
人
同
公
ニ
テ
披
露
申

候
（
寛
永
十
三
年
正
月
十
三
日
条
）

禁
中
・
仙
洞
之
女
房
奉
書
、
板
防
両
人
別
状
板
防
州
へ
持
遣
候
也
（
寛
永

十
三
年
正
月
十
四
日
条
）

板
倉
防
州
礼
二
来
臨
（
寛
永
十
三
年
正
月
十
五
日
条
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
①
で
は
将
軍
家
光
か
ら
明
正
天
皇
へ
鉄
砲
で
仕
留
め
た
真
鶴

一
羽
を
進
上
し
た
際
、
幕
府
「
年
寄
」
の
酒
井
忠
世
・
土
井
利
勝
・
酒
井
忠
勝
の

三
名
の
連
署
奉
書
を
京
都
所
司
代
板
倉
重
宗
に
託
し
、
天
皇
へ
の
取
次
で
あ
る
長

橋
殿
（
勾
当
内
侍
）
の
も
と
に
持
参
し
て
披
露
し
、
真
鶴
は
板
倉
重
宗
か
ら
山
形

右
衛
門
大
夫
を
経
由
し
て
天
皇
の
生
母
東
福
門
院
和
子
に
届
け
た
。
こ
の
真
鶴
の

進
上
に
対
す
る
返
礼
と
し
て
の
女
房
奉
書
を
長
橋
殿
か
ら
副
状
を
調
え
て
三
條
前

内
大
臣
に
渡
し
、
そ
れ
か
ら
武
家
伝
奏
の
日
野
資
勝
の
も
と
に
遣
わ
さ
れ
、
武
家

伝
奏
は
女
房
奉
書
に
文
章
を
加
え
た
文
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
板
倉
に
送
り
、
そ

こ
か
ら
将
軍
家
に
返
礼
を
伝
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
②
で
は
将
軍
家
か
ら
進
上
さ

れ
た
「
鷹
之
鶴
」
を
三
條
前
内
大
臣
と
武
家
伝
奏
の
日
野
資
勝
の
二
人
が
天
皇
・

上
皇
の
も
と
に
出
向
い
て
披
露
し
、
こ
れ
に
対
し
天
皇
・
上
皇
の
意
思
を
反
映
し

た
女
房
奉
書
を
三
條
・
日
野
の
両
人
が
受
け
取
り
、
こ
の
た
め
伝
奏
は
「
別
状
」

を
作
成
し
、
京
都
所
司
代
板
倉
重
宗
に
遣
わ
し
て
い
る
。
①
②
と
も
に
ほ
ぼ
同
梯

の
手
続
き
を
踏
ん
で
お
り
、
こ
の
頃
に
は
将
軍
家
の
天
皇
家
な
ど
へ
の
「
鷹
之
鶴
」

の
進
上
に
際
し
て
一
定
し
た
手
続
き
が
確
立
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

次
に
、
天
皇
家
が
将
軍
家
か
ら
進
上
さ
れ
た
「
鷹
之
鶴
」
な
ど
を
ど
の
よ
う
に

利
用
し
た
の
か
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

①
禁
中
ヨ
リ
雁
一
シ
被
下
問
、
晩
頭
御
礼
二
参
（
「
言
経
卿
記
」
慶
長
十
年
十

（
閉
）

一
一
月
十
九
日
条
）

②
雁
一
拝
領
、
従
江
戸
鷹
ノ
鳥
ト
テ
進
上
候
、
百
ト
、
其
御
賦
也
、
長
橋
迄

（
卯
）

参
御
礼
申
入
（
「
時
慶
卿
記
」
慶
長
十
年
十
一
一
月
十
九
日
条
）

③
摂
家
井
門
跡
等
御
参
賀
也
、
価
早
朝
よ
り
令
参
内
者
也
、
（
中
略
）
及
晩

従
将
軍
被
進
鷹
雁
、
為
吸
物
被
下
（
「
慶
長
日
件
録
」
慶
長
十
一
年
正
月
十
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８ 
（
劃
）

一
一
、
口
条
）

の
淀
早
々
召
候
、
御
番
秀
々
伺
公
仕
候
、
今
日
従
将
軍
進
上
被
申
候
鷹
之
鶴
、

御
振
舞
稜
下
候
御
用
也
、
人
数
ハ
関
白
殿
（
近
衛
信
尋
）
・
右
大
臣
殿
二

條
兼
遇
）
・
内
大
臣
殿
（
二
條
康
道
）
・
大
将
殿
（
鷹
司
教
平
）
・
三
宮
（
高

松
宮
好
仁
親
王
）
、
上
五
人
、
下
ハ
四
辻
黄
門
（
季
継
）
・
中
御
門
黄
門
萱

衡
）
・
阿
野
黄
門
（
賞
顕
）
・
高
倉
中
将
（
嗣
良
）
・
予
（
土
御
門
泰
重
）
五

人
也
、
生
鶴
沢
山
被
下
候
、
禿
御
事
難
筆
紙
尽
也
（
「
泰
重
卿
記
」
寛
永
二

（
犯
）

年
十
一
口
向
四
口
凹
条
）

①
②
は
と
も
に
慶
長
十
年
十
二
月
十
九
日
の
公
家
日
記
の
一
部
で
あ
る
。
後
陽

成
天
皇
が
将
軍
秀
忠
か
ら
進
上
さ
れ
た
「
鷹
ノ
鳥
」
と
し
て
の
雁
の
一
部
が
、
羽

林
家
の
公
家
山
科
言
経
や
半
家
の
公
家
西
洞
院
時
慶
に
分
与
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
天
皇
家
に
は
雁
一
○
○
羽
が
進
上
さ
れ
て
い
る
の
で
、

他
の
公
家
に
も
分
配
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
天
皇
家
が
将
軍
家
か

ら
献
じ
ら
れ
た
「
照
ノ
鳥
」
は
公
家
に
分
け
与
え
ら
れ
、
贈
与
の
対
象
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
③
は
後
陽
成
天
皇
が
将
軍
秀
忠
か
ら
進
上
さ
れ
た
「
鷹
雁
」
を
吸
物

に
し
て
公
家
衆
に
振
舞
っ
た
事
例
で
あ
る
。
④
は
後
水
尾
天
皇
が
将
軍
家
光
か
ら

進
上
さ
れ
た
「
鷹
之
鶴
」
が
公
家
衆
に
振
舞
わ
れ
た
も
の
だ
が
、
こ
の
時
の
「
御

振
舞
」
の
対
象
者
は
九
條
家
を
除
く
五
摂
家
と
高
松
宮
、
そ
れ
に
羽
林
家
の
公
家

四
辻
季
継
、
名
家
の
中
御
門
宣
衡
、
羽
林
家
の
阿
野
賞
顕
、
半
家
の
高
倉
嗣
良
、

半
家
の
土
御
門
泰
重
の
五
人
で
あ
っ
た
。
「
泰
重
卿
記
」
の
元
和
六
年
十
一
月
十
六

日
条
に
は
「
鶴
吸
物
被
下
傭
〕
と
あ
り
、
「
鷹
之
鶴
」
が
吸
物
と
し
て
振
舞
わ
れ
た

こ
と
を
推
察
さ
せ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
天
皇
家
が
将
軍
家
か
ら
進
上
さ
れ
た
「
鷹
之
鶴
」
や
「
鷹
之
鳥
」

は
、
親
王
や
公
家
ら
に
分
与
さ
れ
、
ま
た
吸
物
に
し
て
振
舞
わ
れ
た
。
そ
の
際
、

将
軍
家
が
献
じ
た
「
御
鷹
之
鶴
」
は
、
天
皇
家
が
受
領
す
る
と
「
鷹
之
鶴
」
と
呼

ば
れ
、
「
御
」
の
文
字
が
附
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
管
見
の
限
り
、
天
皇
家
が
将

軍
家
へ
「
鷹
之
鶴
」
な
ど
を
贈
っ
た
事
実
は
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
鷹
狩
の

獲
物
の
贈
答
儀
礼
の
も
と
で
は
、
天
皇
が
将
軍
よ
り
も
上
位
に
位
置
づ
い
て
い
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
、
天
皇
が
将
軍
家
か
ら
進
上
さ
れ
た
「
鷹
之

鶴
」
な
ど
が
、
公
家
へ
の
下
賜
や
振
舞
い
を
支
え
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
朝

廷
・
公
家
間
の
礼
秩
序
の
う
え
で
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
い
っ

て
よ
い
。

こ
う
し
て
、
幕
府
は
天
皇
家
な
ど
に
「
御
鳳
之
鶴
」
を
は
じ
め
と
す
る
諸
鳥
の

進
上
を
恒
例
化
す
る
政
策
を
推
進
す
る
い
つ
ぽ
う
で
、
元
和
元
年
七
月
に
は
「
禁

中
井
公
家
諸
法
度
」
を
制
定
し
、
天
皇
や
公
家
を
統
制
し
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

天
皇
制
の
存
在
を
前
提
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
朝
廷
政
策
を
推
進
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
た
だ
、
こ
の
な
か
で
幕
府
が
天
皇
の
行
動
や
権
限
を
制
限
し
な
が
ら
も
、
こ

れ
ま
で
天
皇
と
武
家
と
の
間
で
行
わ
れ
て
き
た
伝
統
的
な
諸
鳥
献
上
の
儀
礼
行
為

を
徳
川
将
軍
家
も
踏
襲
し
、
そ
れ
が
将
軍
の
全
国
支
配
の
正
当
性
を
支
え
る
礼
の

体
系
の
う
え
で
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

１
天
皇
・
公
家
の
鷹
狩
権
の
行
使

近
世
に
お
い
て
天
皇
や
公
家
は
鷹
狩
を
行
っ
て
い
た
の
か
。
こ
の
素
朴
な
疑
問

は
、
近
世
の
鷹
狩
権
の
構
造
を
知
る
う
え
で
是
非
と
も
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
課
題
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
近
世
の
鷹
狩
権
の
行
使
は
将
軍

や
藩
主
、
お
よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
た
上
級
家
臣
に
限
ら
れ
た
と
す
る
見

解
が
あ
り
、
こ
れ
に
疑
問
を
呈
す
る
見
解
は
現
在
の
と
こ
ろ
見
当
た
ら
な
い
。
こ

れ
ま
で
の
研
究
成
果
で
は
、
近
世
の
鷹
狩
権
は
武
家
の
特
権
で
あ
る
と
い
う
の
が

一
般
的
な
理
解
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
幕
府
が
そ
の
開
設
後
、
公
家
に
鷹
狩
と
鷹
所
持
を
禁
じ
、

そ
の
統
制
を
強
化
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
み
て
き
た
。
こ
の
措
置
に
よ
り
、

公
家
の
鷹
狩
は
消
滅
し
た
か
に
み
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
幕
府
開
設
後
も
摂
家
の
近

第
二
節
天
皇
・
公
家
の
鷹
狩
権
の
行
使
と
鷹
儀
礼
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９ 
衛
龍
山
前
久
が
鷹
を
所
持
し
、
鷹
狩
を
行
っ
て
い
た
よ
う
に
、
そ
の
他
の
公
家
の

な
か
に
も
鷹
狩
を
挙
行
す
る
者
が
い
た
。
「
泰
重
卿
記
」
の
元
和
七
年
（
一
六
二

一
）
七
月
十
三
日
条
に
「
倉
橋
（
泰
吉
）
ハ
鷹
狩
晩
〕
の
記
事
が
あ
る
。
倉
橋
泰
吉

は
土
御
門
家
の
庶
流
の
家
柄
で
、
半
家
の
公
家
で
あ
り
、
こ
の
日
鷹
狩
に
出
か
け

て
い
た
こ
と
を
推
察
さ
せ
る
。
近
世
に
お
い
て
も
公
家
の
鷹
狩
が
盛
行
し
て
い
た

（
露
）

こ
と
は
、
同
日
記
の
元
和
十
年
正
月
一
一
十
一
日
条
の
記
事
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

予
（
土
御
門
泰
重
）
午
時
伺
公
、
度
々
有
御
尋
召
御
前
、
御
鷹
之
事
被
仰
聞

候
、
予
申
云
、
御
所
御
鷹
ハ
不
苦
候
、
若
輩
之
公
家
鷹
持
候
事
、
堅
御
法
度

被
仰
出
可
然
之
由
申
上
候
、
学
問
稽
古
難
成
候
上
、
又
百
性
田
畠
損
事
候
間
、

不
可
然
之
由
申
侯
、
叡
慮
尤
思
召
候
由
仰
也
、
則
三
条
西
（
賓
條
）
伝
奏
以

談
合
、
諸
家
法
度
之
事
可
申
付
候
由
被
仰
出
候
、
御
鷹
之
取
候
鳩
二
、
三
条

西
二
被
下
候
、
予
御
使
也
、
御
法
度
之
事
申
渡
候
也
、
畏
之
由
御
返
答
被
申

上
侯

こ
の
日
記
を
著
し
た
土
御
門
泰
重
は
、
後
水
尾
天
皇
の
側
近
で
、
朝
廷
の
枢
機

に
参
与
し
た
人
物
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
御
番
出
仕
の
折
、
天
皇
か
ら
「
御

鷹
之
事
」
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
、
天
皇
の
御
所
で
の
鷹
狩
は
何
ら
問
題
な
い
が
、

若
輩
の
公
家
の
鷹
所
持
お
よ
び
鷹
狩
の
禁
止
を
命
じ
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い

か
と
奏
請
し
た
。
そ
の
理
由
は
若
輩
の
公
家
が
鷹
狩
に
興
じ
る
こ
と
で
、
習
得
す

べ
き
「
学
問
稽
古
」
が
お
ろ
そ
か
に
な
り
、
百
姓
の
田
畑
耕
作
の
支
障
に
も
な
る

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
天
皇
は
賛
意
を
示
し
、
大
臣
家
の
公
家
で
武
家

伝
奏
を
勤
め
る
三
条
西
賞
條
と
相
談
し
て
若
輩
公
家
の
い
る
諸
家
に
鷹
狩
禁
止
を

申
し
付
け
る
よ
う
命
じ
た
。
こ
の
結
果
、
若
輩
の
公
家
に
は
鷹
狩
の
禁
止
が
申
し

渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
重
要
な
事
柄
が
示
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
幕
府
が
慶

長
十
七
年
（
一
六
一
二
）
六
月
に
公
家
の
多
く
に
鷹
狩
と
鷹
所
持
と
を
や
め
る
請

状
を
武
家
伝
奏
に
提
出
さ
せ
、
「
学
問
行
儀
」
に
精
励
す
る
こ
と
を
誓
約
さ
せ
て
い

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
以
後
も
公
家
の
鷹
狩
は
止
ま
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
二
つ
目
に
は
、
そ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
「
叡
慮
」
、
つ
ま
り
天
皇
の
判
断
で

若
輩
の
公
家
の
鷹
狩
が
禁
止
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
こ
の
天
皇
の

命
令
が
幕
府
に
よ
る
公
家
統
制
の
一
環
と
し
て
の
鷹
狩
の
禁
止
方
針
に
寄
与
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
三
つ
目
に
は
、
天
皇
と
「
若
輩
之
公
家
」
以
外
の
公
家
の
鷹
狩

権
の
行
使
に
つ
い
て
は
問
題
に
す
ら
な
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
次
の
二
点
が
指
摘
で
き
よ
う
。
第
一
点
は
、
幕
府
の
公
家
へ
の
鷹
狩
禁
止
の

命
令
は
そ
れ
を
完
全
に
断
ち
切
る
効
力
を
持
た
ず
、
そ
れ
と
は
別
に
、
天
皇
の
判

断
に
よ
り
若
輩
公
家
の
鷹
狩
が
禁
止
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
天
皇
・

公
家
の
行
動
を
律
し
て
い
た
の
は
最
終
的
に
は
幕
府
法
で
は
な
く
、
朝
廷
法
と
で

も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
点
は
、
近
世
に
あ
っ
て

も
天
皇
や
公
家
は
應
狩
権
を
保
持
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
世
に
お
い

て
、
天
皇
・
公
家
と
将
軍
・
大
名
は
い
ず
れ
も
鷹
狩
権
を
行
使
す
る
権
限
を
も
ち
、

天
皇
を
頂
点
に
編
成
さ
れ
た
鷹
狩
権
と
将
軍
を
頂
点
に
編
成
さ
れ
た
癬
狩
権
と
の

二
元
構
造
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
大
和
政
権
を
代
表
す
る
天
皇
は
鷹
狩
を
は
じ
め
と
す
る
狩
猟
を
お

こ
な
い
、
そ
の
特
権
と
し
て
山
野
河
海
の
一
部
に
禁
野
を
設
定
し
、
貴
族
や
一
般

公
民
ら
が
禁
野
に
入
っ
て
狩
猟
な
ど
を
お
こ
な
う
こ
と
を
禁
止
し
、
野
守
な
ど
を

派
遣
し
て
管
理
さ
せ
て
い
た
。
こ
の
禁
野
の
制
は
、
直
接
的
に
は
賭
・
唐
な
ど
の

中
国
王
朝
の
制
度
に
範
を
と
り
、
天
武
朝
頃
か
ら
は
じ
ま
っ
た
模
様
で
、
具
体
的

に
は
大
和
・
山
城
国
内
に
設
定
さ
れ
て
い
た
が
、
天
皇
権
力
の
成
立
と
密
接
に
関

（
鉤
）

連
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
平
安
期
の
天
皇
も
鷹
狩
を
お
こ
な
い
、
禁
野

の
設
定
と
管
理
、
鷹
職
制
を
整
備
し
て
い
た
が
、
武
家
政
権
が
成
立
す
る
鎌
倉
期

以
降
、
天
皇
の
鷹
狩
お
よ
び
禁
野
の
設
定
は
管
見
の
か
ぎ
り
確
認
で
き
な
く
な
る
。

た
だ
し
、
こ
の
も
と
で
天
皇
が
鷹
職
制
を
残
し
、
公
家
な
ど
か
ら
進
上
さ
れ
た
鷹

の
烏
を
食
す
る
こ
と
は
み
ら
れ
、
鎌
倉
期
か
ら
室
町
期
に
か
け
て
も
公
家
の
一
部

（
訂
）

に
よ
り
鷹
飼
養
の
技
術
が
伝
承
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
期
の
天
皇
の
鷹
狩
と
放
鷹
制

度
の
あ
り
よ
う
は
今
後
の
研
究
に
俟
つ
よ
り
ほ
か
な
い
が
、
武
家
政
権
下
に
お
け
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１０ 

る
天
皇
の
社
会
的
地
位
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

戦
国
期
に
没
落
し
て
い
た
天
皇
制
が
統
一
権
力
の
歴
史
過
程
の
な
か
で
復
活
し
て

く
る
こ
と
は
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
延
長
線
上
の
徳
川
政
権
の

も
と
で
こ
の
期
に
見
合
っ
た
天
皇
制
が
そ
の
伝
統
と
の
葛
藤
の
な
か
で
生
成
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
近
世
天
皇
の
鷹
狩
に
つ
い
て
の
研
究
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
ず
、
前
述

し
た
よ
う
に
鷹
狩
権
の
行
使
が
藩
主
お
よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
た
上
級
家

臣
に
限
ら
れ
る
と
い
う
見
解
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
権
限
す
ら
持
ち
合
わ

せ
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
秀
忠
・
家
光
の
二
元
政
治
下
の
後
水

尾
天
皇
の
鷹
狩
の
実
態
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
よ
う
。
次
の
史
料
は
い
ず
れ
も
「
泰

（
鍋
）

重
卿
記
」
の
寛
永
初
年
の
記
事
で
あ
る
。

①
隼
御
池
ニ
テ
鷺
御
合
、
取
損
ゾ
ル
、
也
、
御
気
色
不
宜
、
予
・
高
倉
（
嗣

良
】
罷
出
尋
、
ミ
ソ
ロ
池
・
賀
茂
ま
て
参
候
、
不
見
候
（
寛
永
元
年
十
二

月
六
日
条
）

②
御
地
之
鷺
隼
御
拳
ニ
テ
御
合
、
取
損
、
隼
そ
る
員
也
（
寛
永
二
年
正
月
十

六
日
条
）

③
飯
後
御
鷹
野
出
立
、
御
所
へ
伺
公
、
予
・
頭
中
将
・
園
・
姉
小
路
等
也
、

午
刻
幡
枝
之
山
に
て
せ
こ
を
立
や
賀
茂
山
に
て
か
さ
ミ
合
申
候
（
寛
永
二

年
正
月
二
十
八
日
条
）

④
御
拳
ニ
テ
隼
二
も
と
鷺
取
也
、
御
惑
也
（
寛
永
三
年
正
月
六
日
条
）

⑤
従
早
天
御
鷹
御
合
之
由
大
膳
（
芝
山
宣
豊
）
被
申
来
候
、
予
・
阿
野
依
召

伺
公
、
鯉
鴬
追
立
、
御
鷹
ハ
ャ
フ
シ
ニ
ッ
、
ハ
イ
タ
カ
一
本
御
合
、
ハ
ィ

フ
サ
取
申
候
、
御
感
也
（
寛
永
三
年
二
月
二
十
七
日
条
）

①
②
は
御
所
内
の
御
庭
の
御
地
で
行
わ
れ
た
後
水
尾
天
皇
の
鷹
狩
で
、
隼
を
使

っ
て
鷺
を
捕
ろ
う
と
し
た
も
の
だ
が
、
い
ず
れ
も
隼
に
逃
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
場
合
、
御
番
出
仕
の
公
家
た
ち
が
御
所
周
辺
に
出
か
け
て
行
っ
て
探
索
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
④
も
御
地
で
の
鷹
狩
と
み
ら
れ
、
隼
を
使
っ
て
鷺
を
捕

ら
え
て
い
る
。
③
は
御
所
か
ら
離
れ
た
山
城
国
愛
宕
郡
内
の
幡
枝
山
や
賀
茂
山
で

挙
行
さ
れ
た
天
皇
の
鷹
狩
で
、
こ
れ
に
は
公
家
ら
が
随
行
し
、
勢
子
を
使
っ
て
鳥

を
追
い
立
て
る
こ
と
も
行
わ
れ
た
。
御
所
の
外
で
の
鷹
狩
は
元
和
十
年
（
一
六
二

〈
羽
）

四
）
一
一
月
十
一
一
日
に
も
み
ら
れ
、
「
御
鷹
野
ト
マ
リ
畷
也
」
と
あ
り
、
こ
の
時
の
も

の
は
京
都
郊
外
で
の
宿
泊
を
伴
う
「
泊
鷹
」
で
あ
っ
た
。
⑤
は
鷹
の
な
か
で
も
隼

と
鏑
を
使
っ
た
鷹
狩
で
、
駕
篭
の
捕
狸
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
後
水
尾
天
皇
は
特
定
の
鷹
場
を
も
た
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
御
所
内

お
よ
び
京
都
郊
外
で
鷹
狩
を
行
っ
て
い
た
。
特
に
、
御
所
以
外
で
は
、
高
外
地
と

し
て
の
山
野
で
行
わ
れ
て
い
た
の
が
特
徴
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
鷹
狩
の
前
提
と
し
て
臆
の
入
手
は
不
可
欠
で
あ
り
、
公
家
の
舟
橋
秀

擬
の
日
記
「
慶
長
日
件
録
」
の
慶
長
六
年
（
一
六
○
一
）
十
二
月
三
日
条
に
は
「
庭

髄
鷹
、
シ
ミ
・
エ
ッ
サ
イ
、
龍
山
（
近
衛
前
久
）
御
進
上
、
則
御
持
参
也
、
庭
髄

〈
㈹
）

美
麗
驚
目
者
垈
と
あ
っ
て
、
摂
家
の
近
衛
前
久
が
庭
髄
懸
と
し
て
の
雀
鶴
（
雌
）
・

悦
哉
（
雀
鶴
の
雄
）
を
後
陽
成
天
皇
に
進
上
し
て
い
た
。
ま
た
、
「
泰
重
卿
記
」
の

寛
永
元
年
九
月
二
十
七
日
条
に
「
鷹
之
事
御
使
両
三
度
仕
候
、
下
野
守
（
蒲
生
忠

（
い
）

郷
）
鷹
進
上
之
時
請
取
作
法
之
事
」
と
あ
り
、
〈
奉
津
藩
主
蒲
生
（
松
平
）
忠
郷
が

天
皇
に
鷹
を
進
上
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
鷹
を
め
ぐ
る
天
皇
と
蒲
生
氏
と
の
接
点

は
、
こ
れ
以
前
に
も
あ
り
、
「
泰
重
卿
記
」
の
元
和
十
年
二
月
十
六
日
条
に
は
「
終

（
他
）

日
御
庭
大
鷹
ニ
ト
ン
ヒ
・
鴉
合
申
候
を
御
見
物
也
、
松
平
下
野
守
大
鷹
也
」
と
あ

り
、
後
水
尾
天
皇
は
御
所
の
御
庭
で
蒲
生
氏
の
飼
養
す
る
大
鷹
で
の
鷹
狩
で
鳶
や

烏
を
捕
る
の
を
見
物
し
て
い
る
。
こ
れ
以
後
も
、
天
皇
の
鷹
狩
で
は
隼
・
雀
鶴
な

ど
が
用
い
ら
れ
、
大
鷹
で
の
も
の
は
確
認
で
き
な
い
。
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
、

天
皇
の
鷹
狩
で
は
小
形
の
鷹
が
使
わ
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
大
鵬
の
飼
養

や
鷹
遣
い
が
む
ず
か
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

公
家
も
大
名
か
ら
鷹
を
贈
答
さ
れ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
が
、
同
書
の
寛
永
二
年

（
⑬
）
 

（
一
六
一
一
五
）
正
月
一
二
十
日
条
に
は
「
今
夕
従
御
所
御
鷹
可
被
下
候
由
仰
也
」
と
あ

っ
て
、
土
御
門
泰
重
は
天
皇
か
ら
鵬
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
鷹
の
飼
養
に
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11 
は
鷹
餌
が
必
要
で
あ
り
、
同
書
の
寛
永
二
年
二
月
一
一
一
日
条
に
は
「
御
購
餌
算
用
仕

傭
〕
と
あ
っ
て
、
餌
と
し
て
何
が
使
わ
れ
て
い
た
か
は
不
明
だ
が
、
そ
の
算
用
が

行
わ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
鷹
狩
を
維
持
す
る
た
め
に
は
鷹
職
制
の
整
備
も
欠
か
せ
な
い
。
そ
こ
で
、

天
皇
家
の
鷹
職
制
を
示
す
史
料
を
「
泰
重
卿
諭
）
か
ら
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。

①
御
膳
師
奉
行
之
事
、
正
親
町
頭
中
将
（
季
俊
）
へ
今
日
申
渡
也
（
寛
永
元

年
十
二
月
二
十
五
日
条
）

②
頭
中
将
御
出
、
鷹
師
四
人
来
候
、
明
日
山
鷹
参
候
由
、
見
物
仕
候
は
参
候

へ
と
仰
之
旨
、
案
内
来
候
由
申
侯
、
伺
公
可
仕
候
由
申
候
、
則
頭
中
将
同

道
可
仕
候
由
申
候
（
寛
永
二
年
正
月
二
十
七
日
条
）

③
正
親
町
頭
中
将
御
出
候
、
庶
師
衆
不
残
被
来
候
（
寛
永
二
年
四
月
一
日
条
）

④
御
所
御
鷹
師
衆
・
よ
こ
ミ
（
横
見
）
の
衆
不
残
被
来
候
、
（
寛
永
二
年
八
月

一
日
条
）

⑤
別
勅
御
沙
汰
有
之
也
、
御
腿
奉
行
之
事
御
免
、
園
（
基
音
）
へ
諸
道
具
万

事
渡
也
（
寛
永
二
年
八
月
十
五
日
条
）

①
で
は
羽
林
家
の
正
親
町
季
俊
が
寛
永
元
年
十
二
月
に
御
鷹
師
奉
行
（
御
鷹
奉

行
）
を
申
し
渡
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
役
職
は
鷹
師
の
統
率
、
天
皇
の
鷹
狩
へ
の
随

（
妬
）

行
、
「
御
鷹
之
餌
之
事
」
な
ど
を
所
管
し
た
。
し
か
し
、
⑤
の
よ
う
に
正
親
町
季
俊

は
同
二
年
八
月
に
御
役
御
免
と
な
り
、
羽
林
家
の
園
基
音
に
諸
道
具
が
引
き
渡
さ

れ
て
い
る
。
②
③
④
で
は
天
皇
家
の
鷹
師
・
横
見
の
鷹
職
制
が
確
認
で
き
る
。
横

見
は
天
皇
の
鷹
狩
の
際
の
監
視
や
取
締
り
を
担
っ
た
役
職
で
あ
ろ
う
。
天
皇
家
で

は
将
軍
家
に
比
べ
て
小
規
模
と
は
い
え
、
鷹
職
制
を
整
備
し
、
放
鷹
制
度
を
維
持

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
制
度
を
維
持
す
る
に
あ
た
り
、
禁
裏
御
料

の
村
々
に
「
御
鷹
千
石
夫
」
を
賦
課
し
て
い
た
。
「
泰
重
卿
記
」
の
寛
永
二
年
八
月

五
日
条
に
は
「
駿
河
・
丹
波
両
人
長
橋
局
よ
り
御
使
被
来
、
御
鷹
千
石
夫
十
人
申

付
之
由
御
談
合
之
由
也
、
頭
中
将
殿
御
申
候
て
、
御
返
事
可
然
候
由
申
崎
〕
と
あ

り
、
御
料
村
々
の
村
高
一
○
○
○
石
当
た
り
一
○
人
の
人
足
を
徴
発
す
る
こ
と
に

２
天
皇
・
公
家
の
諸
鳥
の
贈
答
儀
礼

筆
者
は
か
つ
て
、
近
世
に
お
い
て
、
「
鷹
や
獲
物
の
贈
答
は
上
位
・
下
位
の
関
係

を
示
す
だ
け
で
な
く
、
友
好
関
係
樹
立
に
も
利
用
さ
れ
た
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、

臣
従
や
友
好
と
い
っ
た
意
思
表
示
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
こ
う
し
て
、
鷹
や
獲
物
の
贈
答
を
め
ぐ
る
礼
秩
序
が
形
成
さ
れ
、
慣
例
・

〈
胡
〉

制
度
化
し
て
い
っ
た
」
と
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
後
、
国
家
と
社
へ
琴
・
地

域
と
の
関
係
や
幕
藩
制
国
家
の
権
力
編
成
、
将
軍
権
力
・
武
家
儀
礼
の
構
造
の
解

明
と
い
っ
た
視
点
か
ら
、
武
家
の
間
で
行
わ
れ
た
諸
鳥
の
贈
答
儀
礼
の
研
究
が
数

〈
鋤
）

多
く
蓄
禰
さ
れ
、
そ
の
実
態
と
特
質
が
究
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
は
将
軍
家
か
ら
天
皇
家
な
ど
へ
の
「
御
鷹
之
鶴
」
を
は
じ
め
と
す
る
諸
鳥
の

進
献
、
あ
る
い
は
将
軍
家
か
ら
大
名
家
な
ど
へ
の
「
御
膳
」
や
「
御
鷹
之
鶴
」
を

は
じ
め
と
す
る
諸
鳥
の
下
賜
、
さ
ら
に
は
大
名
家
か
ら
将
軍
家
へ
の
鷹
・
諸
鳥
の

献
上
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

こ
こ
で
は
、
「
鷹
之
鶴
」
を
は
じ
め
と
す
る
諸
鳥
の
贈
答
儀
礼
が
天
皇
や
公
家
の

間
で
も
広
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
検
証
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
そ
の
前
に
、

近
世
に
あ
っ
て
贈
答
の
対
象
と
な
る
鷹
や
諸
鳥
に
つ
い
て
、
大
友
一
雄
氏
は
鷹
に

「
御
」
が
附
さ
れ
、
鶴
な
ど
の
鳥
類
の
拝
領
の
品
に
「
御
鷹
之
」
と
い
う
文
言
が
附

さ
れ
る
こ
と
の
意
味
を
間
う
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
御
鷹
」
は
、
「
近
世
で

は
、
基
本
的
に
将
軍
の
鷹
や
藩
主
の
鷹
の
意
で
用
い
ら
れ
た
」
と
し
、
ま
た
将
軍

か
ら
拝
領
し
た
「
御
鷹
之
鶴
」
と
い
っ
た
場
合
、
「
そ
れ
は
将
軍
が
鷹
狩
に
よ
っ
て

（
副
）

捕
獲
し
た
鶴
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
た
」
と
し
て
、
「
御
駕
」
や
「
御
鷹
之
鶴
」

と
い
っ
た
呼
称
を
将
軍
・
藩
主
に
固
有
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、

近
世
の
天
皇
が
用
い
る
鷹
も
「
御
膳
」
で
あ
り
、
天
皇
自
ら
の
手
か
ら
鷹
が
放
た

な
っ
た
。
千
石
夫
は
国
家
的
役
を
百
姓
に
賦
課
す
る
時
の
歴
史
的
役
賦
課
方
法
で

（
佃
）

あ
り
、
近
世
の
天
皇
が
御
膳
人
足
を
こ
う
し
た
役
賦
課
方
法
に
よ
っ
て
動
員
し
よ

う
と
し
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
事
実
と
い
え
よ
う
。
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れ
る
場
合
も
「
御
拳
」
が
用
い
ら
れ
、
そ
の
結
果
捕
獲
さ
れ
た
鳥
類
の
拝
領
品
も

「
御
鷹
之
鳥
」
で
あ
り
、
そ
の
饗
応
も
「
御
振
舞
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
「
御

鷹
」
お
よ
び
「
御
膨
之
鳥
」
と
い
っ
た
文
言
は
、
将
軍
・
藩
主
に
固
有
な
も
の
で

は
な
く
、
天
皇
や
公
家
の
鷹
狩
に
か
か
わ
っ
て
も
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
将
軍
家
が
天
皇
家
に
献
じ
た
「
御
鷹
之
鶴
」
が
、
そ
れ
を
受
領
し
た
天
皇

家
で
は
「
鷹
之
鶴
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
天
皇
か
ら
公
家
へ
の
「
御
鷹
之
鳥
」
を
は
じ
め
と
す
る
諸
鳥
の

下
賜
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

①
終
日
御
前
伺
公
申
候
、
御
鷹
鶴
廿
、
拝
領
也
（
「
泰
重
卿
記
」
寛
永
元
年
七

月
一
日
為
｝

（
錦
）

②
従
御
所
御
鷹
之
鳥
拝
領
也
（
「
泰
重
卿
記
」
寛
永
二
年
正
月
一
一
十
四
日
条
）

③
御
癬
之
鳥
拝
領
之
故
、
舟
橋
（
秀
雄
）
へ
振
舞
参
候
今
泰
重
卿
記
」
寛
永

（
風
）

一
一
年
一
一
月
四
日
条
）

④
広
橋
大
納
言
御
鷹
之
鳥
拝
領
、
今
晩
御
振
舞
也
今
泰
重
卿
記
」
寛
永
二
年

二
月
十
一
日
為
｝

⑤
従
御
所
御
鷹
之
鷺
又
塩
鶴
一
羽
致
拝
領
候
、
無
冥
加
難
有
御
事
也
（
「
泰
重

卿
記
」
寛
永
二
年
九
月
十
九
日
為
｝

⑥
御
所
へ
同
公
、
終
日
終
夜
御
前
侍
、
種
々
御
雑
談
共
也
、
御
膳
鳩
一
拝
領

（
駒
）

仕
候
（
「
泰
重
卿
記
」
寛
永
二
年
九
月
一
一
十
九
日
条
）

①
か
ら
⑥
ま
で
の
史
料
に
は
い
ず
れ
も
「
御
鷹
之
」
を
冠
し
た
鳥
の
記
述
が
あ

り
、
こ
れ
は
天
皇
自
ら
の
拳
か
ら
放
た
れ
た
鷹
に
よ
っ
て
捕
穫
さ
れ
た
鳥
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
天
皇
か
ら
公
家
へ
の
諸
島
の
下
賜
は
、

普
通
に
は
「
拝
領
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
拝
領
の
対
象
と
な

っ
た
鳥
は
、
具
体
的
に
は
鶴
・
鷺
・
鳩
、
あ
る
い
は
「
御
鵬
之
鳥
」
と
あ
り
、
天

皇
が
鷹
狩
で
鶴
や
白
鳥
を
捕
獲
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
天

皇
が
鷹
狩
で
用
い
る
鷹
の
種
類
に
規
定
さ
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

ま
た
、
公
家
に
諸
鳥
を
下
賜
し
た
の
は
、
天
皇
に
限
ら
ず
、
女
院
や
女
御
で
あ

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
「
慶
長
日
件
録
」
の
慶
長
十
二
年
（
一
六
○
七
）
十
二
月
二
十

一
日
条
に
は
「
女
院
御
所
よ
り
厩
一
羽
拝
領
、
即
少
納
言
局
へ
御
礼
二
参
」
と
あ

り
、
舟
橋
秀
賢
は
後
陽
成
天
皇
の
生
母
新
門
院
上
東
（
勧
修
寺
晴
子
、
正
親
町
天

皇
皇
子
誠
仁
親
王
妃
）
か
ら
雁
を
拝
領
し
た
。
ま
た
、
同
書
の
同
十
五
年
五
月
十

（
卵
）

一
日
条
に
は
「
女
御
殿
よ
り
鶴
拝
領
、
病
中
為
服
用
也
」
と
あ
り
、
後
水
尾
天
皇

の
生
母
中
和
門
院
（
近
衛
前
子
）
か
ら
鶴
を
拝
領
し
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
理
由
は
病
中
の
服
用
の
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
鶴
は
吸
物
に
し
て
食
さ
れ
た

と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
用
途
は
薬
用
で
あ
っ
た
。

次
に
、
公
家
か
ら
天
皇
な
ど
へ
の
諸
鳥
の
進
上
は
、
「
言
緒
卿
記
」
の
慶
長
十
七

（
弱
）

年
十
一
一
月
一
一
十
一
二
日
条
に
「
禁
裏
へ
惟
十
羽
進
上
仕
ル
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
知
ら

れ
る
の
だ
が
、
「
泰
重
卿
諭
〕
か
ら
も
い
く
つ
か
の
事
例
を
示
し
て
み
よ
う
。

①
仙
洞
へ
生
胴
進
上
申
侯
、
御
祝
着
之
御
返
事
也
売
和
三
年
正
月
十
四
日

条
）

②
禁
中
エ
ナ
カ
鳥
一
疋
進
上
申
候
（
元
和
四
年
五
月
七
日
条
）

③
鶴
鶴
一
疋
上
進
候
也
（
元
和
四
年
六
月
二
十
四
日
条
）

④
菊
亭
大
納
言
振
舞
也
、
御
銚
子
御
上
候
、
事
外
大
義
之
用
意
、
柳
も
不
足

之
事
無
之
候
、
鷹
之
鳥
，
鴨
十
一
・
雁
三
・
あ
ほ
く
ひ
一
一
・
鶉
一
一
、
竿
あ

を
鷺
三
、
其
儘
御
前
へ
披
露
、
従
若
狭
国
守
誕
（
京
極
忠
高
）
合
力
之
由

承
及
候
、
其
外
魚
肉
美
物
沢
山
也
（
元
和
六
年
十
一
月
六
日
条
）

⑤
女
院
御
所
へ
腐
一
シ
進
上
仕
候
（
寛
永
三
年
六
月
十
日
条
）

⑥
院
御
所
へ
御
肴
物
進
、
青
鷺
〒
ひ
は
り
十
・
う
っ
ら
五
・
か
い
あ
は
ひ

五
・
あ
か
這
い
十
・
こ
た
い
五
・
ゑ
ひ
五
、
｜
シ
台
の
う
ち
七
種
種
弁
進

上
申
候
（
寛
永
六
年
十
二
月
十
七
日
条
）

①
の
⑤
⑥
の
記
事
に
は
、
公
家
か
ら
天
皇
・
上
皇
・
女
院
に
雁
・
鴨
・
雲
雀
・

鶉
・
青
首
・
青
鷺
な
ど
の
諸
鳥
が
献
上
さ
れ
、
広
く
食
用
に
供
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
特
に
、
④
は
西
園
寺
家
諸
流
で
、
清
華
家
の
今
出
川
宣
季
が
後
水
尾

天
皇
に
多
数
の
酒
肴
を
献
じ
、
そ
れ
が
公
家
ら
に
振
舞
わ
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
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大
御
所
、
御
鳥
腐
壱
っ
者

（
印
）

拝
領
」
と
あ
り
、
秀
賢
艤

は
大
御
所
の
家
康
か
ら
の

「
御
鳥
願
」
を
拝
領
し
て
鵜

い
た
。
ま
た
、
公
家
の
、

山
科
一
百
緒
の
日
記
「
一
言
澪

緒
卿
記
」
の
慶
長
十
六
噸

年
十
月
二
日
条
に
「
御
表

鷹
之
順
其
外
繊
弩
珍
物
鋼

御
念
入
被
下
候
」
と
あ

り
、
言
緒
は
家
康
か
ら

駿
府
城
で
「
御
膳
之
胴
」

な
ど
を
下
賜
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
将

鐘
…

際
の
「
鷹
之
鳥
」
は
若
狭
小
浜
藩
主
京
極
忠
高
か
ら
協
力
し
て
も
ら
い
調
達
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
公
家
と
武
家
と
の
密
接
な
関
係
が
窺
い
知
れ
る
。
②
④
は
土
御

門
泰
重
が
天
皇
に
玉
ナ
カ
（
柄
長
）
鳥
」
と
鶴
鶴
（
シ
ョ
ウ
ョ
ウ
・
ミ
ソ
サ
ザ

イ
）
を
進
上
し
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
は
食
用
に
供
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
飼
育

の
対
象
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
公
家
か
ら
天
皇
・
上
皇
な
ど
へ
の
諸

島
の
贈
与
は
、
「
進
上
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

つ
い
で
、
武
家
と
天
皇
・
公
家
間
の
諸
鳥
の
贈
答
の
様
子
を
み
て
み
よ
う
。
将

軍
や
大
御
所
が
天
皇
家
に
「
御
鷹
之
鶴
」
を
は
じ
め
と
す
る
諸
鳥
を
進
献
し
て
い

軍
や
大
御
所
が
天
皇
家
に

た
こ
と
は
す
で
に
み
て

き
た
が
、
公
家
の
舟
橋

秀
賢
の
日
記
「
慶
長
日

(注）「三巍院記」（｢史料纂集｣）より作成。

軍
や
大
御
所
が
諸
鳥
を
贈
与
し
た
の
は
天
皇
に
限
ら
ず
、
公
家
も
そ
の
対
象
と
な

っ
て
い
た
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
諸
鳥
の
贈
答
は
将
軍
・
大
御
所
と
天
皇
・
公
家
と
の
間
に
固

有
な
も
の
で
は
な
く
、
他
の
武
家
と
天
皇
・
公
家
と
の
間
で
も
広
く
行
わ
れ
て
い

た
。
「
泰
重
卿
記
」
の
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
正
月
六
日
条
に
は
「
従
細
川
三
斎

（
忠
興
）
諸
白
大
樽
ニ
ッ
・
鴨
十
入
桶
一
給
候
」
と
あ
り
、
同
月
二
十
一
日
条
に
も

「
三
斎
へ
腐
一
贈
遺
候
」
と
あ
っ
て
、
前
小
倉
藩
主
細
川
忠
興
と
公
家
の
土
御
門
泰

重
と
は
相
互
に
諸
鳥
を
贈
答
し
あ
う
関
係
で
あ
っ
た
。
こ
の
関
係
は
、
忠
興
の
子

忠
利
に
も
引
き
継
が
れ
、
同
年
十
一
月
二
十
一
日
、
泰
重
は
豊
前
の
細
川
忠
利
の

（
“
）
 

も
と
に
使
者
を
送
っ
て
二
口
信
の
一
環
と
し
て
白
鳥
な
ど
を
贈
っ
て
い
た
。
ま
た
、

同
書
の
寛
永
三
年
六
月
六
日
条
に
は
、
上
洛
中
の
伊
達
政
宗
か
ら
泰
重
へ
「
腐
五

送
給
候
」
の
記
述
が
あ
り
、
政
宗
は
同
年
七
月
六
日
に
天
皇
に
鶴
二
羽
な
ど
を
進（
“
）
 

上
し
、
同
月
十
一
日
に
は
泰
重
か
ら
政
含
不
へ
「
あ
ほ
鷺
一
」
な
ど
を
贈
っ
て
い
た
。

さ
ら
に
、
慶
長
十
年
七
月
か
ら
翌
十
一
年
十
一
月
ま
で
関
白
を
つ
と
め
た
摂
家
の

近
衛
信
尹
の
日
記
「
三
貌
院
記
」
に
よ
っ
て
、
信
尹
に
諸
鳥
を
贈
っ
た
武
家
の
一

覧
を
示
し
た
の
が
第
１
表
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
階
層
は
城
主
層
が
圧

倒
的
に
多
い
が
、
幕
臣
も
散
見
さ
れ
る
。
贈
答
の
対
象
と
な
っ
た
鳥
の
種
類
も
、

白
鳥
・
雁
・
菱
喰
・
鴨
・
錐
と
幅
広
く
、
大
工
頭
中
井
正
清
の
よ
う
に
「
廠
之
雁
」

と
記
述
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
天
皇
・
公
家
と
武
家
間
で
も
広
く

諸
鳥
の
贈
答
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
諸
鳥
の
贈
答
は
公
家
間
で
も
広
く
行
わ
れ
て
い
た
。
公
家
の
山
科
言

経
の
日
記
「
言
経
卿
記
」
の
慶
長
九
年
正
月
十
三
日
条
に
「
近
衛
殿
ヨ
リ
鴨
一
一
一
、

送
給
了
」
と
あ
っ
て
、
言
経
は
摂
家
の
近
衛
信
尹
か
ら
鴨
を
贈
ら
れ
、
同
書
の
同

十
一
年
三
月
一
日
条
に
は
公
家
の
山
科
言
緒
が
近
衛
信
尹
の
も
と
に
生
白
鳥
を
持

｛
髄
》

参
し
た
こ
と
が
み
え
て
い
る
。
ま
た
、
「
慶
長
日
件
録
」
の
同
九
年
七
月
一
一
十
一
一
日

条
に
は
「
自
庭
田
殿
雲
雀
十
被
恵
」
と
あ
り
、
公
家
の
舟
橋
秀
賢
は
羽
林
家
の
庭

田
重
定
か
ら
雲
雀
を
贈
ら
れ
て
い
る
。
鳥
類
は
日
常
的
に
贈
答
品
と
し
て
用
い
ら

年月日 贈与者 地位・役職 鳥の種類 数量

慶長６．正・２５ 松田政行 徳川氏家臣 雁 １ 

同７．８．９ 福島正則 広島城主 白鳥 １ 

同７．９．１５ 津軽建慶 徳川氏外科医 白鳥 １ 

同１１.正・２４ 黒田長政 福岡城主 菱喰 ２ 

同１１．正・２５ 西尾光教 美濃揖斐城主 雁

同１１.正・２７ 松田政行 幕府家臣 雁 １ 

同１１.正・２８ 中井正消 幕府大工頭 鷹之雁 ３ 

同１１.正・３０ 稲田正勝 豊臣秀頼家臣 小鳥 ３ 

同１１．２．３ 太田行政 錐 ２ 

同１１．２．１５ 平岡頼勝 美濃徳野城主 雁 １ 

同１１．２．１７ 津軽為信 弘前城主 白鳥 1 
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れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
同
書
の
同
十
五
年
五
月
二
十
七
日
条
に
は
「
勧
修
寺
黄
門

（
飴
）

よ
り
為
病
中
見
舞
糒
袋
五
・
鷺
一
シ
恵
之
」
と
あ
っ
て
、
秀
賢
は
五
男
万
鶴
丸
の

死
去
に
伴
う
病
中
見
舞
と
し
て
公
家
の
勧
修
寺
光
豊
か
ら
鷺
を
贈
ら
れ
て
い
た
。

鳥
類
は
病
中
の
見
舞
品
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
言
経
卿
記
」
の
慶
長

八
年
十
月
二
十
六
日
条
に
は
「
一
乗
寺
伝
介
妻
産
後
腹
痛
之
由
申
来
間
、
煎
薬
二

包
遣
了
」
と
あ
り
、
そ
の
三
日
後
に
は
「
一
乗
寺
伝
介
鳩
一
羽
持
来
了
、
薬
遣
之

礼
燭
〕
と
の
記
述
が
あ
り
、
鳥
は
薬
を
も
ら
っ
た
こ
と
に
対
す
る
謝
礼
品
と
し
て

も
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
泰
重
卿
記
」
の
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
十
月
十
六
日
条
に
は
「
従
一

条
殿
鷹
之
烏
鷺
一
シ
、
拝
領
也
、
則
三
宮
様
へ
進
上
申
侯
」
と
あ
り
、
土
御
門
泰

重
は
摂
家
の
一
条
兼
遇
か
ら
「
鷹
之
烏
鷺
」
を
拝
領
し
、
そ
の
鷺
を
三
宮
様
（
好

仁
親
王
）
に
進
上
し
た
。
こ
こ
で
贈
与
の
対
象
と
な
っ
た
鷺
は
「
鷹
之
鳥
」
と
表

記
さ
れ
、
兼
邇
の
鷹
狩
に
よ
る
盤
物
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
同
書
の
寛

永
三
年
二
月
四
日
条
に
は
「
従
一
条
殿
御
書
、
明
朝
御
鷹
之
鷺
御
拝
領
、
則
可
被

（
曲
）

下
候
由
御
使
也
」
と
あ
っ
て
、
泰
重
は
一
条
兼
週
よ
り
瞥
状
を
受
け
取
り
、
そ
の

内
容
は
兼
邇
が
明
朝
に
拝
領
す
る
鷺
を
下
賜
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

文
言
の
な
か
に
は
、
兼
邇
が
「
御
鷹
之
鷺
」
を
「
御
拝
領
」
と
記
述
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
を
下
賜
し
た
の
は
後
水
尾
天
皇
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
こ
で
は
、

公
家
が
天
皇
か
ら
「
御
拝
領
」
し
た
癬
狩
の
獲
物
が
「
御
鷹
之
鷺
」
と
表
記
さ
れ
、

公
家
間
で
贈
答
の
対
象
と
な
っ
た
鷹
狩
の
獲
物
は
「
鷹
之
鳥
」
と
称
さ
れ
、
明
確

に
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
一
条
兼
週
（
昭
良
）
は
、
後
陽
成
天

皇
の
第
九
皇
子
で
あ
っ
た
が
、
慶
長
十
四
年
に
一
条
家
の
養
子
と
な
り
、
寛
永
六

年
八
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
十
一
月
八
日
ま
で
後
水
尾
天
皇
の
も
と
で
最
後
の
関

白
を
つ
と
め
、
同
日
か
ら
同
十
二
年
九
月
二
十
六
日
ま
で
明
正
天
皇
の
摂
政
を
つ

と
め
た
。
の
ち
、
後
光
明
天
皇
の
も
と
で
も
再
び
摂
政
・
関
白
に
任
じ
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
上
位
の
公
家
が
天
皇
か
ら
「
御
拝
領
」
し
た
「
御
鷹
之
鷺
」
を
下

位
の
公
家
に
下
賜
し
た
り
、
ま
た
下
級
の
公
家
が
上
級
の
公
家
か
ら
「
購
之
鳥
」

を
拝
領
す
る
こ
と
も
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
諸
島
の
贈
答
は
、
羽
林
家
の
公
家
山
科
言
経
の
日
記
「
言
経
卿
記
」

に
「
金
福
寺
ヨ
リ
鶉
五
シ
、
送
了
」
（
慶
長
元
年
十
二
月
九
日
条
）
、
「
門
跡
ヨ
リ
予

出
仕
珍
重
ト
テ
、
（
中
略
）
鴨
一
一
一
シ
、
等
給
了
」
（
慶
長
三
年
十
二
月
十
二
日
条
）
、

「
近
江
国
稲
垂
郷
政
所
二
人
来
了
、
鴨
一
二
シ
持
来
了
」
（
慶
長
五
年
正
月
十
二
日
条
）
、

「
江
州
稲
垂
村
ヨ
リ
政
所
之
二
人
来
了
、
鴨
・
小
鴨
等
持
来
了
、
夕
食
申
付
了
」
〈
塵

（
的
｝

長
六
年
正
月
十
一
二
日
条
）
と
あ
る
よ
う
に
、
寺
院
や
農
民
か
ら
の
場
合
も
あ
っ
た
。

慶
長
三
年
十
二
月
、
本
願
寺
光
昭
が
言
経
に
鴨
を
贈
っ
て
い
る
の
は
、
勅
勘
を
解

か
れ
出
仕
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
祝
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
山
科
家
は

家
禄
三
○
○
石
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
知
行
所
で
あ
る
近
江
国
蒲
生
郡
稲
垂
村
か
ら

は
年
頭
の
祝
賀
の
品
と
し
て
鴨
が
贈
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
近
世
日
本
に
お
い
て
、
「
御
鷹
之
鳥
」
を
は
じ
め
と
す
る
諸
鳥
の

贈
答
は
、
武
家
社
会
の
み
な
ら
ず
、
朝
廷
・
公
家
社
会
、
さ
ら
に
は
公
家
と
寺
院
・

庶
民
間
で
も
確
認
で
き
た
。
大
友
一
雄
氏
は
「
近
世
の
鷹
が
将
軍
を
頂
点
と
す
る

極
め
て
巨
大
な
贈
答
の
サ
ー
ク
ル
を
形
成
し
、
そ
の
サ
ー
ク
ル
が
幕
藩
体
制
下
の

礼
的
な
秩
序
を
維
持
す
る
重
要
な
装
置
の
ひ
と
つ
」
で
あ
り
、
そ
の
贈
答
儀
礼
は

「
身
分
制
社
会
維
持
の
た
め
に
一
定
の
役
割
が
負
わ
さ
れ
齢
］
と
評
価
さ
れ
て
い
る

が
、
前
述
し
た
よ
う
に
近
世
の
廠
を
め
ぐ
る
諸
関
係
は
将
軍
と
天
皇
と
を
頂
点
と

し
た
編
成
と
の
二
元
構
造
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
贈
答
儀

礼
は
形
式
的
に
は
将
軍
よ
り
も
天
皇
が
上
位
に
位
置
づ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
将
軍
が
天
皇
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
地
位
を
保
障
さ
れ
て
い
た

こ
と
に
規
定
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
「
御

鷹
之
鳥
」
な
ど
の
諸
鳥
の
贈
答
は
身
分
や
家
格
の
上
下
関
係
を
顕
現
し
な
が
ら
、

相
互
の
友
好
的
な
交
際
関
係
を
示
す
重
要
な
手
段
で
あ
り
、
近
世
の
日
本
社
会
で

広
く
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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1５ 
３
天
皇
・
公
家
の
諸
鳥
の
振
舞
い

筆
者
は
か
つ
て
、
近
世
に
お
い
て
「
廠
之
鳥
」
な
ど
の
「
献
上
・
贈
答
物
の
対

象
と
さ
れ
た
獲
物
は
、
（
略
）
饗
膳
の
対
象
と
な
っ
て
食
用
に
さ
れ
」
、
そ
の
際
饗

応
の
対
象
者
に
は
「
格
式
に
応
じ
た
座
敷
・
席
順
・
作
法
が
あ
り
、
鷹
に
か
か
わ

く
ｍ
）

る
礼
秩
序
と
し
て
み
の
が
せ
な
い
」
と
指
摘
し
た
一
」
と
が
あ
る
。
以
後
、
「
鷹
之

鶴
」
を
は
じ
め
と
す
る
諸
鳥
の
振
舞
い
の
構
造
に
関
す
る
研
究
が
い
く
つ
か
み
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
武
家
社
会
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
朝

廷
・
公
家
社
会
を
対
象
に
し
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
特
に
、
将
軍
家
が
天
皇

家
に
進
上
し
た
「
御
廠
之
鶴
」
に
し
て
も
、
こ
れ
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
、

ま
た
ど
の
よ
う
な
社
会
的
な
意
味
を
有
し
た
の
か
は
、
将
軍
と
天
皇
と
の
関
係
を

考
え
る
う
え
で
も
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
将
軍
家
が
天
皇
家
に
献
じ
た
「
御
鷹
之
鶴
」
な
ど
が
親
王
や
公
家

ら
に
分
与
さ
れ
、
あ
る
い
は
振
舞
い
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
前
節
で
検
討

し
た
。
こ
の
「
御
購
之
鶴
」
の
進
献
に
か
か
わ
っ
て
、
延
享
二
年
二
七
四
五
）
、

伊
達
賀
生
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
有
職
故
実
書
「
光
台
一
覧
」
に
よ
れ
ば
、
二
正
月
）

十
八
日
は
御
楽
始
、
伶
人
の
舞
御
覧
有
、
其
儀
終
て
鶴
之
庖
丁
、
抑
此
鶴
の
庖
丁

と
申
は
、
前
度
の
従
関
東
将
軍
様
、
御
手
自
の
御
鵬
の
鶴
を
献
上
有
之
、
其
鳥
を

今
日
清
涼
殿
の
庭
上
に
て
、
内
膳
司
則
御
膳
番
高
橋
采
女
正
・
大
隅
某
、
各
隔
年

に
大
役
に
て
真
の
庖
丁
仕
、
尤
晴
之
家
業
也
、
摂
家
親
王
清
花
以
下
の
諸
公
卿
殿

（
ね
）

上
人
、
鶴
の
御
吸
物
に
て
御
酒
被
下
、
実
に
目
出
度
御
佳
例
也
」
と
あ
り
、
将
軍

家
が
天
皇
家
に
献
じ
た
「
御
鷹
之
鶴
」
を
清
涼
殿
の
庭
で
料
理
し
て
天
皇
に
供
し

た
儀
式
と
し
て
「
鶴
之
庖
丁
」
（
「
鶴
包
丁
」
）
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
、
同
日
に
行
わ
れ
た
舞
の
天
覧
の
前
後
に
、
調
理
さ
れ
た
鶴
は
吸
物
に
し

て
公
家
ら
に
振
舞
わ
れ
、
そ
の
調
理
は
御
膳
番
の
高
橋
・
大
隅
の
両
氏
が
隔
年
で

務
め
た
と
い
う
。
ま
た
、
「
鶴
庖
丁
」
の
表
方
恒
例
年
中
行
事
は
毎
年
正
月
十
七
日

の
こ
と
と
し
て
、
「
小
御
所
東
庭
に
於
て
、
御
厨
子
所
預
の
鶴
庖
丁
を
叡
覧
あ
ら
せ

（
ね
）

ら
る
函
御
儀
で
あ
る
。
こ
の
後
南
庭
に
て
鋒
御
覧
の
御
儀
が
あ
る
」
と
も
説
明
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
鶴
庖
丁
」
に
つ
い
て
は
、
「
正
月
十
七
日
（
の
ち
に

は
十
九
且
に
清
涼
殿
東
庭
（
の
ち
に
は
小
御
所
東
庭
）
で
幕
府
の
将
軍
か
ら
献

上
し
た
鶴
を
料
理
し
て
天
皇
に
供
す
る
儀
。
豊
臣
秀
吉
が
年
始
に
鶴
を
献
上
し
た

の
が
最
緬
〕
で
、
天
正
十
五
年
二
五
八
七
）
正
月
十
七
日
に
行
わ
れ
た
も
の
が

起
源
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
鳥
の
調
理
を
天
覧
に
供
す
る
儀
式
は
、
「
お
湯
殿
の
上
の
日
記
」
の
永

禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
正
月
二
十
二
日
条
に
「
鵠
包
丁
」
の
記
事
が
あ
り
、
ま

た
「
言
経
卿
記
」
の
天
正
四
年
正
月
十
七
日
条
に
「
禁
中
召
之
間
、
則
参
了
、
大

隅
守
秀
信
於
小
（
御
脱
力
）
所
に
包
丁
仕
、
鵠
也
、
了
、
御
太
刀
拝
領
、
橘
以
継

取
次
了
、
見
物
祀
候
衆
、
中
山
前
中
納
言
・
持
明
院
中
納
言
・
四
辻
中
納
言
・
下

官
・
親
綱
朝
臣
・
為
仲
朝
臣
・
雅
朝
々
臣
・
範
国
・
充
房
・
橘
以
継
・
源
元
仲
等

（
だ
）

也
、
於
御
三
間
、
鵠
ニ
ー
ナ
御
酒
有
之
、
弧
有
之
」
と
あ
り
、
織
田
信
長
が
安
土
城

を
築
い
て
移
っ
た
年
に
大
隅
守
秀
信
に
よ
る
「
鵠
包
丁
」
の
天
覧
が
小
御
所
で
行

わ
れ
、
そ
の
調
理
さ
れ
た
鵠
が
公
家
ら
に
振
舞
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
時
、
鵠
に
包

丁
を
入
れ
た
秀
信
は
太
刀
を
拝
領
し
て
い
る
。
こ
れ
以
後
、
織
田
信
長
の
時
代
か

ら
豊
臣
秀
吉
の
時
代
に
か
け
て
、
「
鵠
包
丁
」
は
確
認
で
き
な
い
が
、
「
お
湯
殿
の

上
の
日
記
」
に
よ
れ
ば
、
天
正
十
五
年
正
月
十
七
日
、
同
十
六
年
正
月
十
七
日
、

同
十
七
年
正
月
七
日
、
同
十
八
年
正
月
十
三
日
に
は
「
鶴
包
丁
」
が
行
わ
れ
、
同

十
七
年
正
月
七
日
に
は
「
白
鳥
包
丁
」
も
同
時
に
行
わ
れ
て
い
た
。
鵠
は
白
鳥
の

古
称
だ
が
、
「
鶴
包
丁
」
や
「
白
鳥
包
丁
」
に
先
駆
け
て
「
鵠
包
丁
」
と
呼
ば
れ
る

儀
式
が
執
行
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
儀
式
は
日
程
が
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
な

か
っ
た
が
、
正
月
十
七
日
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

宮
中
行
事
と
し
て
は
「
鵠
包
丁
」
の
儀
式
が
絶
え
た
あ
と
の
天
正
十
五
年
正
月
十

七
日
か
ら
「
鶴
包
丁
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
９

そ
こ
で
、
関
が
原
戦
後
の
「
鶴
包
丁
」
の
模
様
を
い
く
つ
か
確
認
し
て
み
よ
う
。

①
禁
中
東
庭
ニ
テ
鶴
包
丁
有
之
、
大
隅
（
信
守
）
奉
仕
之
、
次
御
釦
拝
領
、

階
ニ
テ
右
大
弁
宰
相
（
勧
修
寺
光
豊
）
被
相
渡
了
、
清
原
秀
賢
持
テ
出
了
、
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次
舞
御
覧
也
、
（
中
略
）
次
御
酒
有
之
、
車
寄
北
座
敷
也
、
次
男
宋
ニ
テ
鶴

吸
物
ニ
テ
御
酒
被
下
了
、
今
日
参
仕
衆
召
也
、
日
野
大
納
言
（
烏
丸
光

宣
）
・
広
橋
大
納
言
（
兼
勝
）
・
万
里
小
路
大
納
言
（
充
房
）
、
所
労
早
出
、

持
明
院
中
納
言
（
基
孝
）
・
予
（
山
科
言
経
）
・
入
道
侍
従
前
中
納
言
（
中

院
通
勝
）
・
伯
二
位
（
吉
田
兼
見
）
・
藤
宰
相
〈
高
倉
永
孝
）
・
右
大
弁
宰

相
・
右
衛
門
督
（
飛
鳥
井
雅
庸
）
・
隆
尚
朝
臣
（
驚
尾
）
・
光
広
朝
臣
（
烏

丸
）
・
之
仲
朝
臣
（
五
辻
）
・
重
定
朝
臣
（
庭
田
）
・
賓
有
朝
臣
（
正
親
町
三

條
賞
助
）
・
寅
顕
朝
臣
（
阿
野
）
・
季
継
朝
臣
（
四
辻
）
・
秀
直
朝
臣
（
富
小

路
）
・
総
光
（
広
橋
）
・
基
任
〈
園
）
・
兼
治
（
吉
田
〒
雅
賢
（
飛
鳥
弁
）
・

教
利
（
猪
熊
）
・
基
久
（
持
明
院
）
・
言
緒
〈
山
科
）
・
宗
信
（
中
御
門
）
・

永
慶
（
高
倉
）
・
兼
房
〈
万
里
小
路
）
・
宣
衡
（
中
御
門
）
・
通
村
（
中
院
）
・

冬
隆
（
滋
野
弁
）
・
嗣
良
（
高
倉
）
・
清
原
秀
賢
等
也
、
申
刻
退
出
了
（
「
言

経
卿
記
」
慶
長
七
年
二
月
十
七
日
為
｝

②
於
未
時
地
震
、
有
音
、
従
坤
来
、
晩
於
禁
中
舞
御
覧
、
鶴
之
包
丁
ハ
大
隅

（
信
守
）
、
白
鳥
ハ
高
橋
（
宗
好
）
包
丁
也
（
「
泰
重
卿
記
」
慶
長
二
十
年
正

（
万
）

月
十
七
日
条
）

③
舞
六
カ
イ
、
鶴
包
丁
ア
リ
、
大
隅
侍
烏
帽
子
上
下
を
着
、
舞
台
へ
罷
出
包

丁
仕
、
御
太
刀
被
下
候
、
極
調
階
に
て
相
渡
被
申
侯
（
元
和
三
年
正
月
十

七
日
為
｝

④
舞
御
覧
、
舞
以
前
二
鶴
ノ
包
丁
有
之
也
、
内
々
不
残
召
候
、
御
所
ノ
ー
御

成
之
由
承
及
候
、
清
涼
殿
奉
行
之
衆
致
伺
公
候
（
元
和
五
年
正
月
十
七
日

（
ね
）

条
）

⑤
昨
日
之
残
舞
御
覧
有
之
也
、
其
以
前
鶴
御
庖
丁
有
之
也
、
高
橋
包
丁
也
、

切
畢
ま
な
板
撤
、
其
以
後
又
召
之
、
東
階
下
ニ
テ
御
太
刀
被
下
候
、
御
目

通
ニ
テ
如
例
、
内
々
衆
御
通
有
之
也
（
元
和
十
年
正
月
十
七
日
絢
一

⑥
未
刻
許
参
内
、
舞
御
覧
、
鶴
包
丁
高
橋
仕
候
、
（
中
略
）
鶴
吸
物
御
と
を
り

（
肌
）

あ
る
也
、
入
夜
退
出
、
御
振
舞
あ
る
也
（
寛
永
二
年
正
月
十
七
日
条
）

①
は
「
鶴
包
丁
」
の
儀
式
が
慶
長
七
年
二
月
十
七
日
に
挙
行
さ
れ
た
も
の
で
、

こ
れ
は
禁
中
の
東
庭
で
行
わ
れ
、
御
厨
子
所
小
預
の
大
隅
氏
が
こ
の
年
の
庖
丁
を

担
当
し
、
そ
の
務
め
に
よ
り
太
刀
を
拝
領
し
て
い
る
。
料
理
さ
れ
た
鶴
は
吸
物
と

し
て
出
さ
れ
て
酒
と
と
も
に
振
舞
わ
れ
、
「
鶴
包
丁
」
は
舞
の
天
覧
と
連
動
し
て
い

た
。
こ
の
時
、
饗
応
の
対
象
と
な
っ
た
公
家
は
、
大
臣
家
・
羽
林
家
・
名
家
・
半

家
の
公
家
一
一
一
三
名
に
及
ん
で
い
た
。
な
お
、
こ
の
「
鶴
包
丁
」
は
徳
川
氏
の
覇
権

獲
得
後
は
じ
め
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
②
は
「
鶴
之
包
丁
」
と
「
白
鳥
之

包
丁
」
と
が
同
時
に
行
わ
れ
た
も
の
で
、
前
者
の
御
膳
番
を
大
隅
家
、
後
者
を
御

厨
子
所
預
の
高
橋
家
が
務
め
た
が
、
元
和
期
以
降
は
「
鶴
包
丁
」
の
み
が
宮
中
の

年
中
行
事
と
し
て
挙
行
さ
れ
た
。
③
に
は
「
鶴
包
丁
」
を
務
め
た
大
隅
氏
が
烏
帽

子
・
袴
を
着
用
し
て
こ
の
儀
式
に
の
ぞ
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
④
も
舞
以
前
に

「
鶴
包
丁
」
が
行
わ
れ
、
「
清
涼
殿
奉
行
之
衆
」
も
伺
公
し
て
い
る
。
⑤
⑥
は
「
鶴

包
丁
」
に
よ
っ
て
調
理
さ
れ
た
鶴
の
吸
物
の
通
し
が
出
さ
れ
、
そ
の
あ
と
料
理
が

振
舞
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
徳
川
家
が
天
皇
家
に
献
じ
た
「
御
鷹
之
鶴
」
は
、
通
常
、
毎
年

正
月
十
七
日
の
「
鶴
包
丁
」
の
儀
式
で
調
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
天
覧
に
供
さ

れ
た
ほ
か
、
公
家
ら
に
吸
物
に
し
て
振
舞
わ
れ
た
。
そ
の
際
、
隔
年
で
調
理
を
担

当
し
た
高
橋
・
大
隅
の
両
氏
は
太
刀
を
拝
領
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
日
に
催
さ
れ

た
「
鶴
包
丁
」
と
鋒
と
は
連
動
し
た
天
覧
行
事
で
あ
り
、
「
鶴
包
丁
」
を
宮
中
の
年

中
行
事
と
し
て
固
定
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
「
鶴
包
丁
」
は
、
将
軍
の
鷹

狩
や
天
皇
家
へ
の
「
御
鷹
之
鶴
」
の
進
上
を
前
提
と
し
、
そ
の
「
御
鷹
之
鶴
」
は

宮
中
行
事
の
「
鶴
包
丁
」
の
儀
式
に
不
可
欠
な
も
の
と
な
り
、
天
皇
の
公
家
へ
の

「
御
振
舞
」
の
一
端
を
保
障
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
将
軍
家
の
天
皇
家
へ

の
「
御
鷹
之
鶴
」
の
進
献
、
「
鶴
包
丁
」
、
調
理
さ
れ
た
鶴
の
公
家
へ
の
「
御
振
舞
」

は
連
鎖
性
を
有
し
、
そ
れ
ぞ
れ
儀
式
と
化
し
、
一
定
し
た
作
法
と
秩
序
の
も
と
で

執
行
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
「
鶴
包
丁
」
の
歴
史
的
推
移
か
ら
推
察
で
き

る
こ
と
は
、
こ
の
行
事
は
豊
臣
秀
吉
が
関
白
や
太
政
大
臣
に
任
じ
ら
れ
、
豊
臣
姓
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1７ 
を
名
乗
っ
た
あ
と
か
ら
開
始
さ
れ
、
そ
の
任
官
中
は
継
続
さ
れ
た
が
、
秀
次
に
関

白
職
を
譲
っ
た
天
正
十
九
年
か
ら
途
絶
え
、
徳
川
家
康
の
覇
権
が
確
定
し
た
あ
と

の
慶
長
七
年
か
ら
再
開
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
統
一
権
力
の
生
成
と

密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
、
付
言
し
て
お
く
と
、
「
鶴
の
庖
丁
」
や
「
白
鳥
の
庖
丁
」
の
儀
式
は
将
軍
家

で
も
み
ら
れ
、
「
大
猷
院
殿
御
実
紀
」
の
寛
永
十
年
九
月
十
三
日
条
に
「
水
戸
黄
門

井
加
賀
、
薩
摩
両
黄
門
は
じ
め
、
在
府
国
も
ち
の
輩
め
し
て
鶴
の
饗
行
は
る
、
台（
皿
〉

所
頭
神
谷
又
五
郎
正
重
御
前
に
て
鶴
の
庖
丁
を
動
む
、
よ
て
時
服
か
づ
け
ら
る
」

と
あ
り
、
「
御
鷹
之
鶴
」
の
饗
応
に
付
随
し
、
将
軍
の
御
前
で
台
所
頭
神
谷
氏
の
手

に
よ
っ
て
「
鶴
の
庖
丁
」
の
儀
式
が
執
行
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
同
書
の
同
十
二

年
十
一
月
二
十
九
日
条
に
「
黒
木
書
院
に
て
白
鳥
の
庖
丁
を
御
覧
じ
絵
ふ
、
台
所

頭
神
谷
又
五
郎
正
次
是
を
つ
か
ふ
ま
つ
り
、
普
第
衆
井
御
談
伴
の
藍
饗
膳
く
だ
さ

（
鰯
〉

る
、
こ
の
白
鳥
は
廿
六
日
島
根
に
て
か
ら
せ
給
ふ
所
な
り
」
と
あ
り
、
城
内
黒
木

書
院
に
お
い
て
将
軍
の
御
前
で
台
所
頭
の
手
に
よ
っ
て
「
白
鳥
の
庖
丁
」
が
行
わ

れ
て
い
た
。
「
幕
府
日
記
」
の
同
日
条
に
も
「
未
上
刻
、
御
黒
書
院
出
御
、
去
什

六
日
御
鷹
之
白
鳥
於
・
御
前
、
神
谷
又
五
郎
、
包
丁
、
御
末
那
板
、
石
谷
十
蔵
・

〈
肌
）

馬
場
三
左
衛
門
、
役
之
、
御
譜
代
之
面
々
井
御
咄
之
衆
御
料
理
被
下
之
」
と
、
同

様
の
記
事
が
あ
り
、
俎
板
番
と
し
て
石
谷
・
馬
場
の
両
人
が
奉
仕
し
、
調
理
さ
れ

た
白
鳥
は
譜
代
衆
ら
に
振
舞
わ
れ
た
。
な
お
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
る
白
鳥
は
、
将

軍
の
癬
狩
時
に
捕
狸
さ
れ
た
「
御
鳳
之
白
鳥
」
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
天
皇
の
公
家
へ
の
「
御
振
舞
」
は
、
将
軍
家
が
献
じ
た
「
御
鵬
之

鶴
」
に
限
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
関
白
近
衛
信
尋
の
日
記
「
本
源
自
性
院

記
」
の
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
正
月
九
日
条
に
「
今
日
禁
中
諸
礼
、
未
剋
計
参

内
、
御
鵬
雁
ノ
御
振
舞
、
右
府
二
條
兼
遇
）
・
高
松
殿
〈
好
仁
親
王
）
・
左
大
将

（
鱒
）

（
鷹
司
教
平
）
・
公
卿
・
侍
従
七
八
輩
」
と
あ
り
、
替
不
中
諸
礼
の
た
め
に
参
内
し
た

親
王
・
公
家
・
侍
従
ら
に
「
御
膳
雁
」
の
「
御
振
舞
」
が
あ
っ
た
。
「
御
鷹
雁
」
は

天
皇
が
鷹
狩
で
捕
獲
し
た
雁
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
泰
重
卿
記
」
の
寛

氷
六
年
二
月
二
日
条
に
は
「
今
日
鶴
御
振
舞
可
被
下
候
由
仰
、
禿
御
事
共
也
、
予

（
土
御
門
泰
重
）
・
高
倉
三
位
（
嗣
良
）
・
園
（
基
音
）
・
岩
倉
〈
具
起
）
・
勧
修
寺

（
経
度
）
等
也
、
昼
ハ
御
花
子
一
瓶
仕
候
、
今
日
衆
不
残
一
瓶
シ
、
仕
候
、
其
以
後

〈
配
）

御
振
舞
、
事
外
沢
山
二
鶴
被
下
候
、
恭
御
事
也
」
と
あ
り
、
立
花
の
後
、
公
家
ら

に
鶴
の
「
御
振
舞
」
が
あ
っ
た
。
「
御
振
舞
」
が
「
鶴
包
丁
」
や
鋒
、
そ
し
て
立
花

と
い
っ
た
ハ
レ
の
儀
式
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

天
皇
以
外
の
朝
廷
内
部
の
者
の
公
家
へ
の
振
舞
い
に
つ
い
て
は
、
「
泰
重
卿
記
」

の
元
和
六
年
（
一
六
二
○
）
閏
十
二
月
十
七
日
条
に
「
女
院
御
所
様
よ
り
、
明
日

将
軍
よ
り
進
上
鶴
御
振
舞
ア
ル
ヘ
シ
、
伺
公
可
申
侯
由
仰
下
候
」
と
あ
り
、
そ
の

翌
日
条
に
は
「
御
振
舞
出
也
、
左
之
衆
四
辻
・
中
御
門
中
納
言
・
阿
野
・
中
院
・

〈
師
）

水
無
瀬
・
予
等
也
」
と
あ
っ
て
、
将
軍
秀
忠
か
ら
女
院
に
進
上
さ
れ
た
鶴
が
公
家

ら
へ
の
「
御
振
舞
」
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
将
軍
の
鶴
の
進
上
が
契

機
と
な
っ
て
、
公
家
へ
の
「
御
振
舞
」
へ
と
連
鎖
し
て
い
た
。

公
家
間
の
振
舞
い
に
つ
い
て
は
、
「
慶
長
日
件
録
」
の
慶
長
八
年
（
一
六
○
三
）

（
餌
）

五
月
十
五
日
条
に
「
及
晩
勧
修
寺
（
光
豊
）
へ
行
、
鷹
之
鴨
振
舞
也
」
と
あ
り
、

公
家
の
舟
橋
秀
賢
が
公
家
の
勧
修
寺
光
豊
か
ら
「
振
舞
」
を
受
け
て
い
る
。
こ
こ

に
は
「
鷹
之
鴨
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
光
豊
が
鷹
狩
で
捕
獲
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
泰
重
卿
記
」
の
寛
永
二
年
十
月
五
日
条
に
は
「
午
時
倉

（
鯛
）

橋
鬮
和
泉
・
左
内
三
人
相
伴
申
候
、
入
夜
拝
領
鶴
料
理
仕
候
而
、
始
而
各
振
舞
也
」
と

あ
り
、
土
御
門
泰
重
は
「
拝
領
鶴
」
を
料
理
し
て
、
は
じ
め
て
公
家
ら
に
「
振
舞
」

を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
御
振
舞
」
は
天
皇
・
女
院
か
ら
公
家
へ
と
い
う
よ
う
に
上
位
者

が
下
位
者
に
行
う
振
舞
い
で
、
身
分
の
上
下
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に

対
し
て
「
振
舞
」
は
同
格
、
あ
る
い
は
公
家
間
で
み
ら
れ
た
よ
う
に
目
上
の
者
か

ら
目
下
の
者
に
行
う
振
舞
い
行
為
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
鳥
の
贈
答
と
振
舞
い
と

は
互
酬
性
を
帯
び
、
連
鎖
性
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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1８ 

本
稿
で
は
将
軍
権
力
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
鷹
狩
を
め
ぐ
る
将
軍
と

天
皇
・
公
家
と
の
関
係
を
、
鷹
狩
権
の
行
使
と
「
御
膳
之
鶴
」
を
は
じ
め
と
す
る

諸
島
の
贈
答
お
よ
び
振
舞
い
の
構
造
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。

ま
ず
、
幕
府
は
開
幕
当
初
か
ら
公
家
の
鷹
狩
と
藤
所
持
を
規
制
し
、
武
家
の
頂

点
で
あ
る
将
軍
の
も
と
に
編
成
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
。
特
に
、
慶
長
十
六
年
以

降
の
将
軍
家
に
よ
る
主
権
の
確
立
過
程
の
な
か
で
、
伝
統
的
な
権
威
と
し
て
の
天

皇
と
朝
廷
、
そ
し
て
公
家
の
統
制
に
乗
り
出
し
、
公
家
の
鷹
狩
を
禁
止
し
、
学
問
・

行
儀
へ
の
専
念
を
強
制
し
た
。
こ
れ
は
公
家
の
職
分
と
行
動
と
を
限
定
す
る
ね
ら

い
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
い
き
つ
く
と
こ
ろ
が
「
公
家
衆
法
度
」
で
あ

り
、
忍
不
中
並
公
家
諸
法
度
」
の
制
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
天
皇
と
公
家
の
鷹
狩

権
は
依
然
と
し
て
行
使
さ
れ
、
公
家
の
鵬
狩
に
制
限
を
加
え
た
の
は
天
皇
で
あ
っ

た
。
こ
の
こ
と
は
公
家
を
津
し
て
い
た
の
は
幕
府
法
で
は
な
く
、
天
皇
の
叡
慮
、

つ
ま
り
朝
廷
法
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
近
世
の
庶
狩
権
は
武
家
（
将
軍
・
大
名
）
と
天
皇
・
公
家
と
の
二

つ
の
体
系
が
存
在
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
も
と
に
編
成
さ
れ
、
将
軍
・
大
名
は
家
臣
の

鵬
狩
権
の
行
使
の
可
否
の
権
限
を
有
し
、
天
皇
は
公
家
に
対
し
て
同
様
の
権
限
を

有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
御
鷹
之
鳥
」
を
は
じ
め
と
す
る
諸
鳥
の
贈
答
と
振
舞
い
は
、
武
家
社
会

に
固
有
な
も
の
で
は
な
く
、
朝
廷
・
公
家
社
会
で
も
広
く
行
わ
れ
、
武
家
と
天
皇
・

公
家
間
、
公
家
と
寺
院
・
民
衆
間
で
も
み
ら
れ
た
。
こ
れ
に
は
互
酬
性
と
連
鎖
性

と
い
う
特
徴
が
あ
り
、
身
分
の
上
下
関
係
を
映
し
出
す
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま

な
交
際
関
係
を
象
徴
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
な
か
で
も
、
将
軍
家
が
天
皇
家
に

進
上
し
た
「
御
鷹
之
鶴
」
は
、
天
皇
家
が
受
領
す
る
と
「
鷹
之
鶴
」
へ
と
変
化
し
、

公
家
ら
へ
の
「
御
拝
領
」
や
「
御
振
舞
」
の
対
象
に
な
っ
た
。
ま
た
、
大
名
家
が

将
軍
家
に
献
上
し
た
「
初
鶴
」
や
「
初
菱
喰
」
な
ど
が
、
将
軍
家
か
ら
天
皇
家
に

お
わ
り
に

進
上
さ
れ
、
逆
に
天
皇
家
か
ら
将
軍
家
に
「
御
鷹
之
鳥
」
を
贈
る
こ
と
が
な
か
っ

た
こ
と
を
考
え
る
と
、
御
庶
に
か
か
わ
る
贈
答
儀
礼
に
お
い
て
は
天
皇
が
将
軍
よ

り
も
上
位
に
位
置
し
て
い
た
と
い
え
る
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
構
造
に
な
る
の
か

と
い
え
ば
、
将
軍
は
天
皇
に
よ
り
征
夷
大
将
軍
の
官
職
や
位
階
を
叙
任
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
事
実
の
存
在
こ
そ
が
、
贈
答
儀
礼
の
形
式
上
の
構
図
を
決
定
し

た
根
本
的
理
由
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
幕
府
の
御
腿

ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
は
、
形
式
上
は
朝
廷
の
御
聡
の
体
系
の
な
か
に
包
摂
さ
れ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
将
軍
家
か
ら
「
御
鷹
之
鶴
」
を
進
上
さ
れ
た
天
皇
家
で
は
、

毎
年
正
月
十
七
日
に
「
鶴
包
丁
」
の
儀
式
を
通
じ
て
調
理
し
、
そ
れ
を
吸
物
に
し

て
公
家
ら
に
「
御
振
舞
」
す
る
と
い
う
行
事
を
恒
例
化
し
、
こ
れ
は
共
同
飲
食
の

場
の
一
端
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
一
連
の
行
為
は
、
将
軍

家
の
天
皇
家
へ
の
「
御
廠
之
鶴
」
の
進
上
か
ら
宮
中
の
「
鶴
包
丁
」
へ
、
さ
ら
に

公
家
ら
へ
の
「
御
振
舞
」
へ
と
連
鎖
す
る
と
い
う
構
造
を
有
し
、
い
ず
れ
の
儀
礼

も
一
定
し
た
作
法
と
秩
序
の
も
と
で
執
行
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、
「
鶴
包

丁
」
は
天
皇
の
公
家
へ
の
「
御
振
舞
」
の
一
端
を
保
障
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
近
世
の
鷹
狩
を
め
ぐ
る
将
軍
と
天
皇
と
の
関
係
の
検
証
を
通
じ
て
、

将
軍
権
力
の
あ
り
方
や
そ
の
規
定
性
を
究
明
す
る
と
同
時
に
、
朝
廷
・
公
家
社
会

の
願
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
解
明
に
力
を
注
い
で
き
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
近
世
に

お
け
る
天
皇
・
公
家
の
鷹
狩
権
の
行
使
の
事
実
が
確
認
で
き
た
と
思
う
。
こ
れ
は
、

こ
れ
ま
で
武
家
社
会
の
み
で
組
み
立
て
ら
れ
て
い
た
鷹
狩
権
や
朧
儀
礼
の
構
造
の

理
解
の
再
考
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
も
の
で
、
将
軍
と
天
皇
と
の
関
係
を
考
え
る
う

え
で
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
な
ろ
う
。
な
お
、
近
世
の
鷹
狩
を
め
ぐ
る
将

軍
と
天
皇
と
の
関
係
を
よ
り
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
、
政
治
史
と
の

関
連
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
そ
の
時
間
的
な
変
化
の
究
明
を
急
ぐ
必
要
が
あ
る
こ

と
を
痛
感
し
て
い
る
。
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１９ 
注

（
１
）
特
に
、
宮
地
正
人
「
朝
幕
関
係
か
ら
み
た
幕
藩
制
国
家
の
特
質
」
舎
人
民
の
歴
史

学
」
第
四
二
号
、
一
九
七
五
年
）
、
そ
の
後
本
稿
は
「
天
皇
制
の
政
治
史
的
研
究
」

（
校
倉
書
房
、
一
九
八
一
年
）
に
収
録
、
水
林
彪
「
幕
藩
体
制
に
お
け
る
公
儀
と
朝

廷
ｌ
統
一
権
力
形
成
期
の
天
皇
制
復
活
の
論
理
ｌ
」
言
日
本
の
社
会
史
・
第
三
巻

Ｉ
権
威
と
支
配
」
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
）
、
同
「
近
世
天
皇
制
研
究
に
つ
い

て
の
一
考
察
Ｉ
近
世
天
皇
制
の
存
在
必
然
性
に
つ
い
て
の
諸
学
説
の
批
判
的
検

討
ｌ
」
（
「
歴
史
学
研
究
」
第
五
九
六
、
五
九
七
号
、
一
九
八
七
年
）
、
藤
田
覚
「
近

世
朝
幕
関
係
の
転
換
ｌ
大
政
委
任
論
・
王
臣
論
の
成
立
Ｉ
」
含
歴
史
評
論
」
第
五

○
○
号
、
一
九
九
一
年
）
、
そ
の
後
本
稿
は
「
近
世
政
治
史
と
天
皇
」
（
吉
川
弘
文

館
、
一
九
九
九
年
）
に
収
録
、
を
上
げ
て
お
き
た
い
。

（
２
）
近
世
天
皇
制
お
よ
び
朝
幕
関
係
に
関
す
る
研
究
動
向
は
、
深
谷
克
巳
。
研
究
史
」

に
お
け
る
幕
藩
制
と
天
皇
」
（
「
歴
史
評
論
」
第
三
一
四
号
、
一
九
七
六
年
）
、
久
保

貴
子
「
近
世
朝
幕
関
係
史
研
究
の
課
題
」
ｓ
歴
史
評
論
」
第
四
七
五
号
、
’
九
八

九
年
）
、
に
詳
し
い
。

（
３
）
菊
池
勇
夫
「
雁
と
松
前
藩
Ｉ
近
世
初
・
前
期
を
中
心
に
‐
と
（
地
方
史
研
究
協
議
会

編
「
蝦
夷
地
・
北
海
道
Ｉ
歴
史
と
生
活
」
、
雄
山
闇
出
版
、
一
九
八
一
年
）
。

（
４
）
塚
本
学
「
生
類
を
め
ぐ
る
政
治
ｌ
元
禄
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ァ
ー
」
（
平
凡
社
選
書
八
○
、

一
九
八
三
年
）
九
七
、
二
○
頁
。
筆
者
も
従
来
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
、
「
将
軍

の
膳
狩
り
』
（
同
成
社
江
戸
時
代
叢
書
三
、
一
九
九
九
年
）
の
な
か
で
、
ほ
ぼ
同
様

の
理
解
を
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
の
研
究
の
な
か
で
近
世
に
お
い
て
天
皇
・
公
家

の
鷹
狩
権
行
使
の
事
実
関
係
を
確
認
し
た
た
め
、
本
論
で
訂
正
し
て
お
き
た
い
。

（
５
）
長
谷
川
成
一
「
鷹
・
鷹
献
上
と
奥
羽
大
名
小
論
」
二
本
庄
市
史
研
究
」
第
一
号
、

一
九
八
一
年
）
、
菊
池
勇
夫
「
鷹
儀
礼
に
み
る
松
前
藩
の
位
置
」
奎
幕
藩
体
制
と
蝦

夷
地
」
、
雄
山
闇
出
版
、
一
九
八
三
年
）
、
塚
本
学
「
生
類
を
め
ぐ
る
政
治
ｌ
元
禄

の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ァ
ー
」
（
平
凡
社
選
書
八
○
、
一
九
八
三
年
）
、
大
友
一
雄
「
鷹
を

め
ぐ
る
贈
答
儀
礼
の
構
造
ｌ
将
軍
（
徳
川
）
権
威
の
一
側
面
ｌ
」
含
国
史
学
」
第

一
四
八
号
、
一
九
九
二
年
）
、
同
「
近
世
の
御
振
舞
い
の
榊
造
と
「
御
鷹
之
鳥
」
観

念
」
（
「
史
料
館
研
究
紀
要
」
第
二
六
号
、
一
九
九
五
年
）
、
そ
の
後
と
も
に
「
日
本

近
世
国
家
の
権
威
と
儀
礼
」
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
に
収
録
、
盛
本
昌
広

「
戦
国
期
の
鷹
献
上
の
構
造
と
贈
答
儀
礼
」
（
「
歴
史
学
研
究
」
第
六
六
二
号
、
一
九

九
四
年
）
、
岡
崎
寛
徳
「
近
世
武
家
社
会
に
お
け
る
諸
鳥
下
賜
・
饗
応
儀
礼
の
展

開
」
（
「
中
央
史
学
」
第
一
九
号
、
一
九
九
六
年
）
、
同
「
近
世
武
家
社
会
に
お
け
る

鷹
贈
答
の
構
造
Ｉ
彦
根
藩
井
伊
家
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
（
藤
野
保
編
「
近
世
国
家
の

成
立
・
展
開
と
近
代
」
、
雄
山
闇
出
版
、
一
九
九
八
年
）
、
同
「
献
上
鷹
・
下
賜
願

の
特
質
と
将
軍
権
威
」
言
弘
前
大
学
国
史
研
究
」
第
一
○
六
号
、
一
九
九
九
年
）
、

同
「
幕
府
生
類
憐
れ
み
と
大
名
の
鷹
贈
答
ｌ
津
軽
家
を
事
例
と
し
て
ｌ
」
ｓ
大
倉

山
論
集
」
第
四
三
輯
、
一
九
九
九
年
）
、
同
「
享
保
期
に
お
け
る
鷹
献
上
と
幕
藩
関

係
Ｉ
津
軽
家
を
事
例
と
し
て
ｌ
」
（
「
日
本
歴
史
」
第
六
二
一
号
、
二
○
○
○
年
）
、

同
「
文
久
期
の
献
上
統
制
と
馬
・
畷
Ｉ
津
軽
家
を
事
例
と
し
て
－
」
二
大
倉
山
論

集
」
第
四
五
輯
、
二
○
○
○
年
）
、
拙
稿
「
綱
吉
政
権
初
期
の
朧
政
策
」
（
法
政
大

学
教
養
部
「
紀
要
」
第
一
○
七
号
特
別
号
、
一
九
九
八
年
）
。

（
６
）
「
慶
長
日
件
録
」
第
一
（
「
史
料
纂
集
」
）
、
二
六
頁
。

（
７
）
朝
尾
道
弘
「
幕
藩
制
と
天
皇
」
（
「
大
系
日
本
国
家
史
」
三
・
近
世
、
東
京
大
学
出

版
会
、
’
九
七
五
年
）
。

（
８
）
「
島
津
家
文
書
」
二
、
六
九
○
・
六
九
一
号
（
「
大
日
本
古
文
書
」
家
わ
け
第
十
六
）
、

四
六
～
五
一
頁
。

（
９
）
右
同
、
七
○
九
号
、
六
六
’
六
九
頁
。

（
、
）
「
慶
長
日
件
録
」
第
二
（
「
史
料
纂
集
」
）
、
一
八
’
一
九
頁
。

（
、
）
「
言
緒
卿
記
」
上
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
「
大
日
本
古
記
録
」
）
、
一
○
四
’
一
○

五
頁
。

（
⑫
）
芥
川
龍
男
「
戦
国
武
将
と
鷹
１
大
閤
秀
吉
の
日
向
鷹
巣
奉
行
設
置
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
」

二
日
本
中
世
の
政
治
と
文
化
」
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
○
年
）
、
盛
本
昌
広
「
戦

国
期
の
鷹
献
上
の
構
造
と
贈
答
儀
礼
」
（
「
歴
史
学
研
究
」
第
六
六
二
号
、
’
九
九

四
年
）
。

Ｅ
）
「
村
越
筆
記
」
（
「
古
事
類
苑
」
遊
戯
部
）
の
放
鷹
の
項
、
九
八
○
頁
。
こ
の
書
は
近

世
後
期
に
蝿
の
こ
と
に
詳
し
い
人
物
が
ま
と
め
た
鷹
狩
研
究
の
貨
重
書
だ
が
、
「
古

事
類
苑
」
に
そ
の
抜
粋
が
み
ら
れ
る
の
み
で
、
そ
の
所
在
は
判
明
し
て
い
な
い
。

（
皿
）
「
貞
丈
雑
記
」
十
五
・
鷹
含
古
事
類
苑
」
遊
戯
部
）
の
放
鷹
の
項
、
一
○
三
七
頁
。

（
通
）
「
徳
川
実
紀
」
第
一
篇
、
一
一
一
六
二
～
一
一
一
六
三
頁
。

〈
焔
）
「
お
湯
殿
の
上
の
日
記
」
九
（
「
続
群
書
類
従
」
補
遺
三
）
、
四
四
八
頁
。

万
）
右
同
、
七
○
頁
。

（
ご
右
同
、
一
二
四
、
一
七
七
頁
。

（
四
）
「
言
経
卿
記
」
十
一
（
「
大
日
本
古
記
録
」
）
、
一
七
六
頁
。

（
別
）
家
康
の
天
皇
へ
の
「
鷹
之
鶴
」
の
進
献
の
歴
史
的
意
義
を
、
塚
本
学
氏
は
「
御
鷹

の
権
を
公
家
に
禁
じ
て
、
天
皇
の
御
鷹
を
み
ず
か
ら
の
管
理
下
に
お
い
た
の
に
応

Hosei University Repository



2０ 

ず
る
儀
礼
で
あ
っ
た
ろ
う
」
（
「
生
類
を
め
ぐ
る
政
治
上
兀
禄
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
ー
と
、

平
凡
社
選
誓
八
○
、
一
九
八
三
年
、
二
○
頁
）
と
推
察
さ
れ
て
い
る
が
、
本
論

で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
近
世
の
天
皇
も
鷹
を
所
持
し
、
鷹
狩
権
を
行
使
し
て
お

り
、
そ
の
見
解
に
は
同
意
し
か
ね
る
。

（
皿
）
「
お
湯
殿
の
上
の
日
記
」
九
〈
「
続
群
書
類
従
」
補
遺
一
一
一
）
、
三
八
八
頁
。

（
空
小
高
恭
編
「
お
湯
殿
の
上
の
日
記
主
要
語
葉
索
引
」
（
岩
田
書
院
、
一
九
九
七
年
）
。

（
羽
）
「
泰
重
卿
記
」
第
二
（
「
史
料
纂
集
」
）
、
二
一
一
一
七
頁
。

函
）
石
上
英
一
「
日
本
古
代
に
お
け
る
所
有
の
問
題
」
（
岸
俊
男
綱
「
日
本
の
古
代
』
第

十
五
巻
・
古
代
国
家
と
日
本
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
八
年
）
、
平
林
章
仁
「
鹿
と

鳥
の
文
化
史
－
古
代
日
本
の
儀
礼
と
呪
術
ｌ
」
（
白
水
社
、
一
九
九
二
年
）
七
二
～

二
二
頁
。

（
班
）
「
大
日
本
史
料
」
第
十
二
編
之
六
、
三
四
頁
。

（
妬
）
右
同
、
三
四
～
一
一
一
五
頁
。

（
〃
）
右
同
、
九
八
○
頁
。
「

（
犯
）
「
資
勝
卿
記
」
、
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
。

（
羽
）
「
言
経
卿
記
」
十
一
一
一
（
「
大
日
本
古
記
録
」
）
、
二
七
八
頁
。

（
釦
）
「
大
日
本
史
料
」
第
十
二
編
之
三
、
六
八
五
頁
。

（
、
）
「
慶
長
日
件
録
」
第
二
（
「
史
料
纂
集
」
）
、
四
～
五
頁
。

（
犯
）
「
泰
重
卿
記
」
第
三
（
「
史
料
纂
集
」
）
、
五
九
頁
。

（
型
「
泰
重
卿
記
」
第
二
（
「
史
料
纂
集
」
）
、
五
七
頁
。

（
鍵
）
右
同
、
一
○
○
頁
。

蒜
）
右
同
、
一
九
六
頁
。

〈
妬
）
鬼
頭
澗
明
「
古
代
に
お
け
る
山
野
河
海
の
所
有
と
支
配
」
言
日
本
の
社
会
史
」
第

二
巻
・
境
界
領
域
と
交
通
、
岩
波
書
店
、
’
九
八
七
年
）
、
吉
井
哲
「
古
代
王
権
と

鷹
狩
」
（
「
千
葉
史
学
」
第
一
二
号
、
’
九
八
八
年
）
。

（
師
）
拙
著
「
将
軍
の
願
狩
り
」
（
同
成
社
江
戸
時
代
史
鍍
轡
一
一
一
、
一
九
九
九
年
）
、
三
～

一
八
頁
。

（
銘
）
「
泰
重
卿
記
」
第
二
（
「
史
料
纂
集
」
）
、
二
六
五
頁
、
同
書
第
三
、
五
、
七
、
七
五
、

八
八
頁
。

（
羽
）
「
泰
重
卿
記
」
第
二
（
「
史
料
纂
集
」
）
、
一
一
○
○
１
二
○
一
頁
。

薊
）
「
慶
長
日
件
録
」
第
一
（
「
史
料
纂
集
」
）
、
九
頁
。

（
虹
）
「
泰
重
卿
記
」
第
二
（
「
史
料
纂
集
」
）
、
二
四
一
頁
。

豆
）
右
同
、
二
○
一
頁
。

（
蛆
）
「
泰
重
卿
記
」
第
三
（
「
史
料
纂
集
」
）
、
八
頁
。

（
“
）
右
同
、
九
頁
。

（
妬
）
「
泰
重
卿
記
」
第
一
一
（
「
史
料
纂
集
」
）
、
二
六
八
頁
、
同
書
第
一
一
一
、
七
、
一
六
、
三

九
、
四
三
頁
。

（
妬
）
「
泰
重
卿
記
」
第
三
〈
「
史
料
纂
集
」
）
、
二
四
頁
。

刀
）
右
同
、
四
○
頁
。

（
蛆
）
高
木
昭
作
「
幕
藩
初
期
の
国
奉
行
制
に
つ
い
て
」
（
「
歴
史
学
研
究
」
第
四
三
一
号
、

一
九
七
六
年
）
、
安
藤
正
人
「
幕
藩
制
国
家
初
期
の
「
公
儀
御
料
」
」
二
九
八
一
年

度
歴
史
学
研
究
会
大
会
報
告
別
冊
「
地
域
と
民
衆
」
）
、
久
留
鳥
浴
「
近
世
の
軍
役

と
百
姓
」
（
「
日
本
の
社
会
史
」
第
四
巻
・
負
担
と
贈
与
、
岩
波
書
店
、
’
九
八
六

年
）
。

わ
）
村
上
直
・
根
崎
光
男
「
朧
場
史
料
の
読
み
方
・
調
べ
方
」
（
雄
山
閣
出
版
、
’
九
八

五
年
）
、
一
七
七
頁
。
本
文
・
研
究
論
文
目
録
は
筆
者
が
す
べ
て
執
筆
し
た
。

（
釦
）
注
（
５
）
に
同
じ
。

（
里
大
友
一
雄
「
鷹
を
め
ぐ
る
贈
答
儀
礼
の
構
造
」
「
日
本
近
世
国
家
の
権
威
と
儀
礼
」

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
に
収
録
。

（
翅
）
「
泰
重
卿
記
」
第
一
一
（
「
史
料
纂
集
」
）
、
二
二
六
頁
。

（
斑
）
「
泰
重
卿
記
」
第
三
（
「
史
料
纂
集
」
）
、
七
頁
。

（
型
右
同
、
九
頁
。

〈
弱
）
右
同
、
一
○
頁
。

（
妬
）
右
同
、
五
○
頁
。

（
師
）
右
同
、
五
二
頁
。

（
記
）
「
慶
長
日
件
録
」
第
二
（
「
史
料
纂
集
」
）
、
九
三
、
一
一
七
頁
。

弱
）
「
言
緒
卿
記
」
上
（
「
大
日
本
古
記
録
」
）
、
一
四
五
頁
。

（
釦
〉
「
泰
重
卿
記
」
第
一
（
「
史
料
纂
集
」
）
、
一
○
三
、
一
七
六
、
一
七
八
頁
、
同
瞥
第

二
、
五
五
頁
、
同
醤
第
一
一
一
、
一
○
六
、
二
一
○
頁
。

（
皿
）
「
慶
長
日
件
録
」
第
二
（
「
史
料
纂
集
」
）
、
五
三
頁
。

（
堅
「
言
緒
卿
記
」
上
（
「
大
日
本
古
記
録
」
）
、
五
六
頁
。

（
閃
）
「
泰
重
卿
記
」
第
三
（
「
史
料
纂
集
」
）
、
一
一
一
、
六
、
六
一
一
頁
。

（
“
）
右
同
、
一
○
六
、
一
一
一
、
二
二
頁
。
寛
永
三
年
七
月
六
日
の
伊
達
政
宗
の
天

皇
へ
の
進
献
に
つ
い
て
は
、
「
仙
台
史
料
大
成
・
伊
達
治
家
記
録
」
三
、
五
四
四
頁

に
も
同
様
の
記
事
が
み
ら
れ
る
。

（
砧
）
「
言
経
卿
記
」
十
二
（
「
大
日
本
古
記
録
」
）
、
二
二
○
頁
、
同
轡
十
三
、
一
一
一
二
二
頁
。
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2１ 

（
理
「
一
言
経
卿
記
」
一
一

（
だ
）
「
一
百
経
卿
記
」
十
一

（
こ
「
泰
重
卿
記
」
第
一

〈
氾
）
右
同
、
一
○
五
頁
。

（
ね
）
右
同
、
一
二
五
頁
。

（
帥
）
「
泰
重
卿
記
」
第
二

（
皿
）
「
泰
重
卿
記
」
第
三

豆
）
「
徳
川
実
紀
」
第
二

（
坦
右
同
、
六
九
五
頁
。

（
型
）
「
江
戸
幕
府
日
記
一

雨
）
「
本
源
自
性
院
記
」

（
髄
）
「
泰
重
卿
記
」
第
三

（
師
）
「
泰
重
卿
記
」
第
二

（
閉
）
「
慶
長
日
件
録
」
第

〈
鍋
）
「
泰
重
卿
記
」
第
三

両
）
「
国
史
大
辞
典
」
九
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
）
の
「
鶴
庖
丁
」
の
項
目
（
中

〆￣、〆自、ダ■、

７３７２７１ 
，－ン～〆～〆

（
わ
）
大
友
一
雄
「
近
世
の
御
振
舞
い
の
構
造
と
「
御
癬
之
鳥
」
観
念
」
「
日
本
近
世
国
家

の
権
威
と
儀
礼
」
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
に
収
録
。

（
妬
）
「
慶
長
日
件
録
」
第
一
ｓ
史
料
纂
集
」
）
、

（
師
）
「
言
経
卿
記
」
十
二
（
「
大
日
本
古
記
録
」
）
、

（
肥
）
「
泰
重
卿
記
」
第
一
（
『
史
料
纂
集
」
）
、
二
両

届
）
「
言
経
卿
記
」
七
（
「
大
日
本
古
記
録
」
）
、
一

瞥
十
、
一
○
四
頁
、
同
書
十
一
、
一
七
頁
。

右
同
、
一
二
五
頁
。

「
泰
重
卿
記
」
第
二
（
「
史
料
纂
集
」
）
、
’
九
一

「
泰
重
卿
記
」
第
三
（
「
史
料
纂
集
」
）
、
五
頁
。

「
徳
川
実
紀
」
第
二
篇
、
六
○
九
頁
。

「
一
百
経
卿
記
」
十
一
（
「
大
日
本
古
記
録
」
）
、
一

「
泰
重
卿
記
」
第
一
（
「
史
料
纂
集
」
）
、
三
頁
。

右
同
、
一
○
五
頁
。

村
義
雄
氏
執
筆
分
〉
、
八
三
一
一
頁
。

「
泰
重
卿
記
」
第
三
（
「
史
料
纂
集
」
）
、
’
一
一
一
四
頁
。

「
泰
重
卿
記
」
第
二
（
「
史
料
纂
集
」
）
、
’
六
六
頁
。

「
慶
長
日
件
録
」
第
一
（
「
史
料
纂
集
』
）
、
三
九
頁
。

「
泰
重
卿
記
」
第
三
（
「
史
料
纂
集
」
）
、
五
四
頁
。

「
江
戸
幕
府
日
記
（
姫
路
酒
弁
家
本
亘
第
四
巻
、

「
本
源
自
性
院
記
」
（
「
史
料
纂
集
」
）
、
一
六
頁
。

「
光
台
一
覧
」
一
言
古
事
類
苑
」
遊
戯
部
）

奥
野
高
魔
「
皇
室
御
経
済
史
の
研
究
」
後
一

九
八
一
一
年
復
刻
）
、
三
三
四
～
一
一
一
一
一
一
五
頁
。

注
（
運
、
一
七
九
～
一
八
一
頁
。

「
一
言
経
卿
記
」
一
（
「
大
日
本
古
記
録
こ
、
一
四
頁
。

「
一
百
経
卿
記
」
十
一
（
「
大
日
本
古
記
録
」
）
、
二
四
○
～
二
四
一
頁
。

部
）
の
放
鷹
の
項
、
一
○
三
四
頁
。

後
繍
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
四
四
年
、

、
一
一
○
頁
、
同
書
第
二
、

二
、
一
七
四
、
一
七
五
頁
。

二
四
七
頁
、
同
書
第
三
、
“

、
二
六
五
頁
、
同
書
九
、

九
六
頁
。

四
一
六
頁
。

八
三
頁
。

一
一
○
頁
、
同

八

頁
。
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